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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子透かしを入れるためのビデオ信号の画像のピクセルのクロミナンス部分を選択する
工程を含む方法であって、
　前記ビデオ信号が、輝度を変えることなく電子透かしを入れられるためのものであり、
　前記選択する工程が、
　（ｉ）　前記画像から独立し、且つ、
　（ｉｉ）　色空間の電子透かしを入れることが可能な少なくとも２つ以上のピクセルの
それぞれに対して、前記色空間の前記２つ以上のピクセルのどのクロミナンス部分が電子
透かしを入れるために選択されるべきかについて示す視覚特性に基づく表を利用する工程
であり、
　前記視覚特性に基づく表が、コンピュータ読み取り可能な媒体に保存されていることを
特徴とする方法。
【請求項２】
　前記視覚特性に基づく表は、第１のクロミナンス部分だけに電子透かしを入れるか、第
２のクロミナンス部分だけに電子透かしを入れるかを、その各項目に示すことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記視覚特性に基づく表は、第１のクロミナンス部分に電子透かしを入れるか、第２の
クロミナンス部分に電子透かしを入れるか、電子透かしをまったく入れないかを、その各
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項目に示すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記視覚特性に基づく表は、コンピュータが読み取り可能な形式であることを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記視覚特性に基づく表は色空間全体を複数の領域に分割し、前記電子透かしを入れる
ことが可能なピクセルの少なくとも１つが各前記領域内にあり、前記視覚特性に基づく表
は、前記視覚特性に基づく表によって分割される領域のうちのいずれに前記ピクセルが当
てはまるかに基づいて、前記ピクセルに対し指示を供給することを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項６】
　前記画像の前記ピクセルは、ＹＵＶ形式で表現されたデジタルビデオビットストリーム
の一部であり、前記視覚特性に基づく表が、前記イメージ内の電子透かしを入れる候補と
なる任意のピクセルに対して、前記ピクセルのＹ値、Ｕ値、およびＶ値の関数としてＵま
たはＶに電子透かしを入れるために指示することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記画像の前記ピクセルは、ある１つの色空間タイプの表現を使用して表現されるデジ
タルビデオビットストリームの一部であり、前記選択する工程が、前記ある１つの色空間
タイプの表現でフォーマットされたデジタルビットストリームだけを直接使用し、他の色
空間タイプの表現を使用せずに実行されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記画像の前記ピクセルは、元のデジタルビデオビットストリームから導き出されたデ
シメートされたピクセルであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記画像の前記ピクセルは、元のデジタルビデオビットストリームから導き出された、
量子化されたピクセルであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記視覚特性に基づく表は、どのクロミナンス部分が、前記色空間全体の電子透かしを
入れることが可能な全てのピクセル値に対して電子透かしを入れるために選択されるべき
かについて示す情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記視覚特性に基づく表は、前記色空間の所望の一部だけの、電子透かしを入れること
が可能な各ピクセルに対し、どのクロミナンス部分が選択されるべきかを示す情報を含み
、前記選択する工程は、前記視覚特性に基づく表が情報を含む前記色空間の前記所望の一
部の中に、前記画像の前記ピクセルがあることを判定する工程をさらに含むことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記視覚特性に基づく表は、前記色空間の一部だけの電子透かしを入れることが可能な
各ピクセルに対し、電子透かしを入れるためにどのクロミナンス部分を選択したらよいか
を示す情報を含み、前記方法が、
　前記視覚特性に基づく表が情報を含む前記色空間の前記一部の中に、前記画像の前記ピ
クセルがないことを判定する工程と、
　前記画像の前記ピクセルのために、どのクロミナンス部分が、前記ピクセルの値の少な
くとも１つの演算された関数として、電子透かしを入れるために選択されるべきであるか
を判定する工程とをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記クロミナンス部分の元の値以外の追加データの伝達を表すようにその値を変更する
ことにより、前記画像の前記ピクセルのクロミナンス部分に電子透かしを入れることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
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　前記ピクセルの輝度を変えることなく追加の電子透かし情報を伝えるよう変更するため
に、ビデオ信号の画像のピクセルのどのクロミナンス部分がより適しているかに関する指
示を供給するための装置において、前記装置は、色空間における電子透かしを入れること
が可能なピクセルの部分の少なくとも１つのための、コンピュータ読み取り可能媒体内の
視覚特性に基づく表を含み、前記表は、前記画像とは独立しており、前記色空間の前記部
分が包含するピクセルに対して、前記装置が示すべきクロミナンス部分を指定することを
特徴とする装置。
【請求項１５】
　前記色空間の前記部分が包含しない前記画像のピクセルに対して、前記画像の前記ピク
セルの複数の前記クロミナンス部分のうちの少なくとも１つの値に基づいて、どのクロミ
ナンス部分が示されるべきかを示す演算ユニットをさらに含むことを特徴とする請求項１
４に記載の装置。
【請求項１６】
　ビデオ信号の画像のピクセルのクロミナンス部分を選択する工程を含む電子透かし信号
を検出するための方法であって、前記ビデオ信号は、輝度を変えることなく電子透かしを
入れられ、前記選択する工程は、前記画像から独立するとともに、色空間の電子透かしを
入れることが可能な少なくとも２つ以上のピクセルのそれぞれに対して、どのクロミナン
ス部分が、電子透かしデータを埋め込まれたかを示す視覚特性に基づく表を利用する工程
であり、前記視覚特性に基づく表が、コンピュータ読み取り可能な媒体に保存されている
方法
【請求項１７】
　ビデオ信号の輝度の変更を効果的に抑制するような電子透かしを入れられる前記ビデオ
信号の画像のピクセルのクロミナンス部分を選択するための装置であって、
　前記画像から独立するとともに、色空間の少なくとも一部に電子透かしを入れることが
可能な少なくとも２つ以上のピクセルのそれぞれに対して、どのクロミナンス部分が電子
透かしを入れるために選択されるべきかについて示す視覚特性に基づく表を含む、コンピ
ュータが読み取り可能な記憶部と、
　電子透かしを入れられる前記画像の前記ピクセルが前記色空間の前記一部の前記複数の
ピクセルの１つである場合に、どのクロミナンス部分を選択すべきかを決定するために、
前記記憶部にアクセスするための手段とを含む装置。
【請求項１８】
　前記イメージの前記ピクセルの少なくとも１つの関数として、どのクロミナンス部分が
電子透かしを入れるために選択されるべきかを演算するための手段をさらに含み、前記演
算する手段は、前記ピクセルが前記色空間の前記一部の前記複数のピクセルの１つでない
場合にのみ動作することを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　輝度を変えることなく電子透かしを入れられたビデオ信号の画像のピクセルのクロミナ
ンス部分を選択するための装置であって、
　前記画像から独立するとともに、色空間の少なくとも一部に電子透かしを入れることが
可能な少なくとも２つ以上のピクセルのそれぞれに対して、どのクロミナンス部分が電子
透かしを埋め込まれたかについて示す視覚特性に基づく表を含む、コンピュータが読み取
り可能な記憶部と、
　前記ピクセルが前記色空間の前記一部の前記複数のピクセルの１つである場合に、どの
クロミナンス部分を選択すべきかを決定するために、前記記憶部にアクセスするための手
段とを含む装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル・ビデオに電子透かしを入れる技術に関し、より詳細には、どのク
ロミナンス部分に電子透かしを入れるべきかを選択することに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ビデオ信号に電子透かしを入れることは、一般に、ビデオ自体の中に追加情報を含める
ことである。これは、ビデオのソースの埋め込まれた識別を提供し、ビデオがどこでどれ
だけの期間再生されるかを追跡し、ビデオによって補助装置に情報を伝達するために有益
な場合がある。ビデオ信号に電子透かしを入れるための従来技術では、通常、追加情報を
伝えるために、ビデオの輝度を使用してビデオ自体の中にアナログ形式の追加情報を符号
化した。しかし、人間の視覚システムは輝度信号に対して非常に感度が良く、したがって
、電子透かし入りの信号を見る人間は、追加情報のビットレートをある一定のポイント、
例えば秒速１２０ビットを超えて増やそうとした場合、追加情報を伝達するためにビデオ
信号に行われた変更によって起こるゆがみを容易に知覚する。したがって、ビデオ信号の
電子透かしを入れる従来技術は応用例によってはある程度成功であったが、このような成
功は、追加情報を伝えるビデオ信号を見る人間によって認知できるゆがみなしに達成可能
な非常に小さいビットレートによって限定されてきた。
【０００３】
　本明細書で十分に述べたように、参照により組み込まれた、既に出願された米国特許第
１０／３４２７０４号において、本発明者は共同発明者と共に、人間の視覚システムのク
ロミナンスに対する感度は輝度に対する感度よりも少ないことを認識した。したがって、
本発明者らは、電子透かしを入れる信号の追加情報を、その輝度信号ではなく、ビデオ信
号のクロミナンス成分に挿入するビデオ信号にデジタル電子透かしを入れるためのシステ
ムを開発した。すなわち、追加情報はビデオ信号のクロミナンス成分に「刻印(impressed
)」される。有利には、従来技術によって認知可能なゆがみなしに達成可能なビットレー
トよりも高いビットレートを追加情報が有する場合は特に、クロミナンス成分には重大な
ゆがみがあるが、適切に管理されるならば、そのようなゆがみは人間の視覚システムによ
って検出されない。したがって、追加情報は、従来技術によって達成可能なビットレート
よりも高いビットレートが高い場合がある。例えば、秒速１５０ビットより大きなビット
レートを達成することができる。さらに、有利には、追加データを電子透かししたビデオ
信号が、動画像符号化専門家会合（ＭＰＥＧ）－１およびＭＰＥＧ－２符号化システムを
使用して圧縮された後でさえ、追加データをビデオ信号から回復することができる。
【特許文献１】米国特許第１０／３４２，７０４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　任意のピクセルに対する電子透かしを伝えるために選択される特定のクロミナンス部分
が、色選択ユニットにより米国特許第１０／３４２７０４号で選択される。色選択ユニッ
トは、選択されたクロミナンス成分を、規定の方式を使用して、ピクセルのＲＧＢおよび
ＹＵＶ表現に応じて決定する。デジタル・ビデオは、ＹＵＶ形式のビデオで米国特許第１
０／３４２７０４号のシステムを使用するために、当該ＹＵＶ形式でのみ送信されること
がしばしばであるので、対応するＲＧＢ形式のビデオをそこから開発することが必要であ
る。不都合なことに、これを行うには多量の処理能力が必要となる。さらに、非常に優れ
てはいるものの、米国特許第１０／３４２７号の選択処理に利用される方式の基礎をなす
数学的モデルは、必ずしも常にちらつきのない結果を生成するものでないことが後に判明
した。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の原理により、電子透かしを入れるべきクロミナンス部分を決定する処理は、様
々なピクセルに対して、あるならば、クロミナンス部分のどれを電子透かしのために選択
すべきかを示す、視覚特性に基づく表を利用することにより改善することができる。本発
明の一態様により、表にアクセスし、どのクロミナンス部分が選択されるべきかを決定す
るために、ピクセルのＹ値、Ｕ値、およびＶ値だけが必要とされる場合がある。有利には
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、デジタル・ビデオがＹＵＶ形式の場合、クロミナンス部分を選択するためにＲ、Ｇ、お
よびＢを使用することは必要なく、したがって必須の処理能力は大幅に低減される。本発
明の別の態様により、Ｒ値、Ｇ値、およびＢ値だけを使用してアクセスすることができる
ように、表を表現することができる。したがって、色選択を実行するために、ソース・ビ
デオをＲＧＢ形式からＹＵＶ形式に変換する必要はなくなる。
【０００６】
　本発明の一実施形態では、デシメートかつ／または量子化することのできるＹ値、Ｕ値
、およびＶ値を表に供給し、その表から、ＵとＶのどちらを選択すべきかの指示を取り出
すことにより、表がアクセスされる。本発明のさらに別の態様では、ＵとＶのどちらを選
択すべきか、または、例えばピクセルの色が紺および／または紫で、そのピクセルには電
子透かしを入れるべきでないことが示された場合など、どちらも選択すべきでないことを
示すことができるように、表を修正することができる。
【０００７】
　本発明の別の態様では、表およびある種の処理を使用して、処理のミックス・モードを
利用することができる。有利には、表を、例えば半分のサイズに縮小するなどして、簡略
化することができる。何故ならば、表の大部分は、選択されたクロミナンス部分を決定す
るための、ピクセル値に対する簡単なテスト、例えばＵ＜１２８などで置き換えることが
できるからである。
【０００８】
　有利には、表を、コンピュータ・コードなど、選択処理に利用される基礎となる処理を
変更せずに、使用中に変更することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下は、本発明の原理を単に例示したものに過ぎない。したがって、当業者は、本明細
書には明示的に説明または図示はしないが、本発明の原理を実施し、本発明の趣旨および
範囲に含まれる様々な構成を考案することができることが理解されよう。さらに、本明細
書に記載のすべての実施例および条件付き用語は、本発明の原理および技術を推進するた
めに本発明者らが導いた概念を理解する際に読者の役に立つために、特に教育的目的のみ
を原則として意図しており、このように具体的に記載された実施例および条件に限定しな
いものと解釈される。また、本発明の原理、態様、および実施形態、ならびにその具体例
を記載する、本明細書のすべての記述は、その構造上および機能上の等価形態を包含する
ことを意図する。さらに、そのような等価形態は、現在周知の等価形態、ならびに将来に
おいて開発される等価形態、すなわち、構造には関係なく、同じ機能を実行する、開発さ
れた任意の要素、の両方を含むことを意図する。
【００１０】
　したがって、例えば、本明細書のいかなるブロック図でも、本発明の原理を実施する例
示の回路の概念図を表すことが、当業者には理解されよう。同様に、いかなるフローチャ
ート、流れ図、状態遷移図、擬似コードなども、コンピュータ可読媒体に実質的に表され
、コンピュータまたはプロセッサによってそのように実行することができる、様々な処理
を表す。これは、そのようなコンピュータまたはプロセッサが明示的に示されているか否
かとは関係ない。
【００１１】
　図示する様々な要素の機能は、「プロセッサ」とラベリングされたいかなる機能ブロッ
クをも含めて、専用ハードウェア、ならびに適切なソフトウェアに関連するソフトウェア
を実行することのできるハードウェアを使用することにより提供することができる。プロ
セッサによって提供される場合、これら機能は、単一の専用プロセッサにより、単一の共
有プロセッサにより、またはいくつかは共有可能な複数の個別プロセッサにより、提供す
ることができる。さらに、「プロセッサ」または「コントローラ」という用語の明示的な
使用は、ソフトウェアを実行することのできるハードウェアだけを意味するものと解釈さ
れるべきでなく、限定はしないが、暗黙的に、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）ハード
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ウェア、ネットワーク・プロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・
プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、ソフトウェアを記憶するための読み取り
専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、および不揮発性記憶装
置を含むことができる。従来型および／または特注の他のハードウェアを含むこともでき
る。同様に、図示するスイッチは、どれも概念上のみのものである。これらの機能は、プ
ログラム論理の動作により、専用論理により、プログラム制御と専用論理の連携により、
または場合によっては手動により遂行することができる。この場合、状況からより具体的
に理解される特定の技術を、実施者により選択可能である。
【００１２】
　本明細書の特許請求の範囲では、指定した機能を実行する手段として表した要素はどれ
でも、例えば、ａ）その機能を実行する回路素子の組合せ、またはｂ）その機能を実行す
るためにソフトウェアを実行するための適切な回路と組み合わされた、ファームウェア、
マイクロコードなどを含めた、任意の形式のソフトウェアを含めて、その機能を実行する
いかなる方法をも包含することを意図する。このような特許請求の範囲により規定される
本発明は、様々な記載の手段により提供された機能が、本特許請求の範囲の要求する方法
で組み合わされ、一体化されることにある。したがって、出願人は、それらの機能を提供
することのできる手段ならばどれでも、本明細書に示す形態の等価形態と見なす。
【００１３】
　ソフトウェア・モジュール、またはソフトウェアであることが暗示される単なるモジュ
ールを、本明細書では、処理工程および／またはテクスチャ記述の実行を示す、フローチ
ャート要素または他の要素のいかなる組合せとしても表すことができる。このようなモジ
ュールは、明示的または暗黙的に示されるハードウェアによって実行することができる。
【００１４】
　特に本明細書で明示的に指定しない限り、図面は一定比例による拡大表示ではない。
【００１５】
　説明では、図面が別でも、同一番号を付した構成要素は、同一構成要素を示す。
【００１６】
　図１は、ビデオ信号の様々なブロックのそれぞれのクロミナンス成分の平均値により伝
えられる電子透かしデータの１つまたは複数のビットを有することにより、本発明の原理
によってビデオ信号を、フレーム単位を基礎として、デジタル電子透かしを入れるための
送信器例１０１を示す。
【００１７】
　図１には、ａ）ＹＵＶデマルチプレクサ（ｄｅｍｕｘ）およびデジメーター１０３、ｂ
）色選択１０５、ｃ）二極形の双投形スイッチ１０９、ｄ）テクスチャ・マスキング・ユ
ニット(texture masking unit)１１１、ｅ）乗算器１１３、ｆ）加算器１１５、ｇ）マル
チプレクサ（ｍｕｘ）１１７、ｈ）ビット・マッパー１２３、およびｉ）アナログ加算器
１３３を示す。図１には、任意選択のｊ）チャンネル・エンコーダー１１９、およびｋ）
ブロック・インターリーバー１２１も示す。
【００１８】
　ＹＵＶデマルチプレクサおよびデシメーター１０３は、電子透かしを入れるべきビデオ
信号、すなわち追加情報を加えるビデオ信号を受け取る。ＹＵＶデマルチプレクサおよび
デシメーター１０３は、シリアル・デジタル・インターフェース（ＳＤＩ）標準に従って
フォーマットされたビデオなどの、デジタル・ビデオを扱うことができる。当業者には理
解されるだろうが、最初は適切なデジタル形式でないビデオ信号はどれも、従来技術を使
用して適切なデジタル形式に変換することができる。
【００１９】
　ＹＵＶデマルチプレクサおよびデシメーター１０３は、ビデオの輝度（Ｙ）成分および
そのクロミナンス成分を逆多重化する。ビデオ信号のクロミナンス成分は、ＵおよびＶと
いう２つの部分を有する。ここで、Ｕは差分青部分、Ｖは差分赤部分である。
【００２０】
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　追加データをクロミナンス成分に埋め込む処理の大部分は、好適には、特別のデシメー
トされたビデオ形式で実行される。ここで、元のブロックが４－４－４表現の場合、ビデ
オの元のそれぞれ２×２の輝度ブロックに対して、１つのＹ値、１つのＵ値、および１つ
のＶ値しか残らない。この目的のため、入力されるビデオ信号が実際は所謂４－４－４形
式である場合、その画像は、元の２×２の輝度ブロックのそれぞれに対して、１つのＹ値
、１つのＵ値、および１つのＶ値があるように、ＹＵＶデマルチプレクサおよびデシメー
ター１０３によって適切にデシメートされる。同様に、入力されたビデオ信号が所謂「４
－２－２」形式の場合、すなわち、輝度が最大解像度である一方、クロミナンス部分がａ
）縦のみ最大解像度であり、ｂ）横は半分の解像度である場合、ＹＵＶデマルチプレクサ
およびデシメーター１０３は、輝度成分を縦横共にデシメートし、各クロミナンス部分を
縦のみデシメートする。同様に、入力されたビデオ信号が所謂４－２－０形式である場合
、すなわち、輝度成分が最大解像度である一方、クロミナンス部分は、それぞれ縦横共に
半分の解像度しかない場合、その画像の輝度成分はＹＵＶデマルチプレクサおよびデシメ
ーター１０３によってデシメートされる。この結果、元のブロックが４－４－４表現の場
合、元のそれぞれ２×２の輝度ブロックに対して、１つのＹ値、１つのＵ値、および１つ
のＶ値しか残らない。
【００２１】
　好ましいデシメートされたビデオ形式を、色選択１０５への出力として供給することが
できる。したがって、好適には、入力されたビデオ信号の形式にかかわらず、システムに
よるさらなる処理は、元の入力されたビデオ信号の最大解像度の輝度ピクセルのすべての
２×２ブロックに対して、１つのＹ値、１つのＵ値、および１つのＶ値があるように、デ
シメートされたビデオ信号に好適に基づくことができる。当業者は、輝度ピクセルのすべ
ての２×２ブロックに対して１つのＹ値、１つのＵ値、および１つのＶ値の展開を希望す
るならば、これを展開する独自の方法を開発することができよう。
【００２２】
　元のビデオの形式を知るために、ａ）オペレータが、ＹＵＶデマルチプレクサおよびデ
シメーター１０３に、送信器１０１に供給されたビデオの特定の形式を示すか、ｂ）ビデ
オの形式を、従来技術を使用してビデオから直接検出するか、またはｃ）その情報を、入
力されたビデオ信号を供給するさらに上層のプロセッサから供給することができる。
【００２３】
　ＹＵＶデマルチプレクサおよびデシメーター１０３は、元の入力されたビデオ信号のフ
ル・フォーマットのＹＵＶ出力の第２の組を、二極形の双投形スイッチ１０９に供給する
こともできる。
【００２４】
　色選択１０５は、どの特定ピクセルに対しても、可視的な人為的誤りを起こさずに、適
宜、クロミナンス成分のどの部分に、すなわちＵ部分またはＶ部分に、値の変更を、より
良く適合することができるか特定する。本発明の一実施形態では、色選択１０５は、以下
でさらに説明するように、参照テーブルに基づく。あるいは、色選択１０５は、すべてま
たは一部を、従来の米国特許第１０／３４２，７０４号のような、様々な演算に基づくこ
とができる。
【００２５】
　二極形の双投形スイッチ１０９の位置を制御するためにも、色選択１０５の出力を使用
することができる。より具体的には、色選択１０５の出力は、二極形の双投形スイッチ１
０９が、１）電子透かしデータを伝えるために選択されたクロミナンス成分の部分を加算
器１１５に供給し、２）選択されなかったクロミナンス成分の部分をＹＵＶマルチプレク
サ１１７に供給するようセットされる。色選択１０５の出力は、以下で説明するように使
用するために、マルチプレクサ１１７とビット・マッパー１２３に供給することもできる
。
【００２６】
　テクスチャ・マスキング・ユニット１１１は、可視的な人為的誤りを起こさずに、その
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ピクセルが適合することのできる値の最大の変更を決定するために、ＹＵＶデマルチプレ
クサおよびデシメーター１０３により出力として供給されるデシメートされた形式の各ピ
クセル周囲の輝度領域のテクスチャを分析し、それが示す重みを出力として供給する。そ
の重み値は、例えば１から５までの整数値を取って符号化することができる。他の値を使
用することができる。例えば、実験では、２０までの値を、視覚的な低下なしにビジー・
エリアで使用することができることが示されている。その重みは、乗算器１１３に供給さ
れる。テクスチャ・マッピング・ユニット１１１は、以下でさらに説明するように、ピク
セルに持ち込まれる可能性のある最大のゆがみよりも小さい値を出す場合がある。
【００２７】
　使用される特定の値は、少なくとも一部には、各Ｙ値、Ｕ値、およびＶ値を表すために
使用されるビット数に、少なくとも一部には依存することに留意されたい。例えば、１か
ら５の上記で提案した重み値、および場合によっては２０までの重みは、８ビット値のＹ
、Ｕ、およびＶに対するものである。当業者には、８ビットに対して利用された値が、そ
の値を左に２回シフトするなど、４を乗じることによって１０ビットにスケール変更する
ことができることが容易に理解されよう。同様に、Ｙ、Ｕ、およびＶに対して使用される
他のビット数を、同様に適合することができる。
【００２８】
　乗算器１１３は、テクスチャ・マスキング・ユニット１１１から受け取った重みに、ビ
ット・マッパー１２３によって供給される、当該ピクセルの部分として送信されるべき情
報に関する値を乗じる。例えば、ビット・マッパー１２３によって供給される値は、－１
、０、または１であってよい。乗算器１１３によって生成された積は、加算器１１５およ
びアナログ加算器１３３に供給される。
【００２９】
　テクスチャ・マスキング・ユニット１１１は、アナログ加算器１３３に応答する。この
点で、上記のように、テクスチャ・マスキング・ユニット１１１は、アナログ加算器１３
３からの結果に対する信号を受け取った場合、ピクセルにもたらされる可能性のある値の
変更よりも小さい重み値を出す可能性がある。より具体的には、アナログ加算器１３３は
、ブロックごとにテクスチャ・マスキング・ユニット１１１により供給された値を合計す
る。アナログ加算器１３３は、テクスチャ・マスキング・ユニット１１１が現在処理中の
ピクセルに対してその出力重みとして使用することのできる最大値を、出力としてテクス
チャ・マスキング・ユニット１１１に供給する。アナログ加算器１３３により供給される
この最大値は、ａ）ピクセル周囲のテクスチャに基づいてピクセルによって適合すること
のできる最大重み値と、ｂ）アナログ加算器１３３にビット・マッパー１２３により供給
される当該ブロックに関する値と当該ブロックに対する現在の合計の差、の小さい方であ
る。したがって、合計が、アナログ加算器１３３にビット・マッパー１２３により供給さ
れる当該ブロックに関する値と等しくなると、テクスチャ・マスキング・ユニット１１１
は、当該ブロックの残りのピクセルごとに０を出力する。
【００３０】
　加算器１１５は、乗算器１１３により供給された値を、ピクセルに関する追加情報を伝
えるために色選択１０５により選択されたクロミナンスの部分の値に加算することにより
、修正されたクロミナンス部分を生成する。指摘したように、追加情報を伝えるために色
選択１０５により選択されたクロミナンスの部分は、二極形の双投形スイッチ１０９によ
り加算器１１５に渡される。加算器１１５により供給された修正済みのクロミナンス部分
は、乗算器１１７に供給される。
【００３１】
　テクスチャ・マッピング・ユニット１１１、乗算器１１３、ビット・マッパー１２３、
およびアナログ加算器１３３は共同して、元のビデオ信号のクロミナンスの形式に一致す
るために、特別な処理解像度の各ピクセルに追加中の値を有効にアップサンプルする。こ
の目的のために、結果的に得られたアップサンプルされた値を、処理に使用される、特別
の解像度を低めた形式でのピクセルの位置に対応する、元のビデオ信号の各ピクセルの選
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択されたクロミナンス部分に加算することができる。例えば、元のビデオ信号が４－２－
２形式の場合、特別の処理形式でブロックのピクセルのそれぞれに加算されるべきである
と決定された値は、ラインあたり８ピクセル、ブロックあたり１６ラインを有する、加算
されるべき値のブロックを作成するために、ラインごとを基礎として複製される。このブ
ロックで、２つの連続したラインのオーバーラップしないグループのラインのそれぞれは
、同一値を加算させる。このようなブロックは、４－２－２形式の元のビデオの選択され
たクロミナンス部分の元のブロックに、サイズで対応する。結果的に得られたアップサン
プルしたブロックの各値は、加算器１１５によって、元のビデオ信号の、それぞれの同様
に配置されたピクセルの選択されたクロミナンス部分に加算される。当業者には、異なる
形式に対しても、類似のブロック換算を容易に実行することができよう。選択されたクロ
ミナンス部分が変更により良く適合することができると色選択１０５が決定しなかったブ
ロックのピクセルに関して、加算される値は０となることに留意されたい。元のビデオ信
号が４－２－０形式の場合、アップサンプルは要求されない。
【００３２】
　本発明の別の実施形態では、デシメートされた特別の処理解像度形式だけが処理される
。結果的に修正されたクロミナンス部分は、次いで、例えばマルチプレクサ１１７でアッ
プサンプルされる。しかし、これを行うことにより、元のビデオ信号にある種の低下が発
生する可能性がある。ただし、このような低下は、必ずしも可視的ではない。
【００３３】
　マルチプレクサ１１７は、二極形の双投形スイッチ１０９により元の輝度成分（Ｙ）と
ＹＵＶデマルチプレクサおよびデシメーター１０３から供給された未修正のクロミナンス
部分を受け取る。マルチプレクサ１１７は、加算器１１５から修正済みのクロミナンス部
分も受け取る。マルチプレクサ１１７は次いで、元の輝度成分（Ｙ）、未修正のクロミナ
ンス部分、および修正済みのクロミナンス部分を多重化する。色選択１０５の出力を受け
取ることにより、マルチプレクサ１１７は、クロミナンス成分の修正済み部分をどのリー
ドで受け取り、クロミナンス成分の未修正の部分をどのリードで受け取るかを知る。本発
明の一態様によれば、結果的に得られたビデオ信号は、電子透かしを入れた出力ビデオ信
号として供給される。
【００３４】
　当業者は、アップサンプル(upsample)を必要としないように、デシメートしたバージョ
ンでなく、元のクロミナンス信号部分に追加データが加えられる、本発明の実施形態を開
発することができよう。
【００３５】
　指摘したように、バイナリ・データ値、すなわちブロックごとに送信されるべき追加情
報の１または０を、電子透かしデータとして使用するためにビット・マッパー１２３に直
接供給するか、または受信器での情報の処理および回復を容易にするためにまず処理する
ことができる。このような処理例は、任意選択のチャンネル・エンコーダー１１９とブロ
ック・インターリーバー１２１により実行することができる。
【００３６】
　チャンネル・エンコーダー１１９は、ビデオ・ストリームに埋め込まれることが望まれ
る追加データを受け取る。このデータは次いで、例えば転送誤り訂正符号化スキームを使
用して符号化される。このような転送誤り訂正スキームは、ビタビ符号化またはターボ符
号化などの畳み込み符号化のようないかなる従来型の転送誤り訂正スキームであっても、
または新規に開発されたいかなる符号化スキームであってもよい。本発明の実施形態例で
は、２分の１のレートの畳み込み符号化が使用される。そのような符号化の結果、元のビ
ット・ストリームのすべてのビットに対して２ビットが生成される。チャンネル符号化ビ
ット・ストリームが、出力としてブロック・インターリーバー・ユニット１２１にチャン
ネル・エンコーダー１１９により供給される。
【００３７】
　ブロック・インターリーバー１２１は、データを無作為に分配するために、チャンネル
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符号化されたビット・ストリームのビットの順序を再構成する。これを行うことにより、
チャンネル符号化されたビット・ストリームの隣接セクションが、例えばノイズのバース
トまたは他の要因により消失する機会が低減される。この消失は、受信器でそのようなデ
ータを残りの実際に受信したデータから回復することを困難にする。本発明の実施形態例
では、１単位としてインターリーブされたビット数は、１フレーム内のブロック数に等し
い。ブロック・インターリーバーは、データをブロックの行に左から右へ連続して書き込
み、各行の終わりを下の次行の左端の位置で開始し、次いでそのデータを、そのブロック
の左端最上部の位置から始めて、次列上部で読み取りが継続される、列の終端に達するま
で、その列を下に読み取ることにより実施することができる。４５行×３０列のブロック
・インターリーバーは、７２０×４８０ピクセルのピクチャ・サイズに効果的であること
が証明済みである。別の解像度の場合、当業者は、匹敵するブロック・エンコーダーを容
易に開発することができる。インターリーブしたチャンネル符号化されたビット・ストリ
ームは、ビット・インターリーバー１２１によりビット・マッパー１２３に出力として供
給される。
【００３８】
　本発明の一態様によれば、ブロック・インターリーバー１２１により供給されたデータ
・ビットは、ビット・マッパー１２３の制御下で、元のビデオ信号の少なくとも１フレー
ムの少なくとも１ブロックに、電子透かしデータとして刻印される。本発明の原理によれ
ば、ビット・マッパー１２３は、各ブロックの複数のクロミナンス部分のうち選択された
１つのクロミナンス部分の平均値のビット位置の１つへの電子透かしデータの挿入を制御
する。データはそこに刻印され、したがって、そのビット位置のビットと効果的に置き換
えられる。
【００３９】
　例えば、電子透かしデータがブロックの選択されたクロミナンス部分の平均の整数部分
の最下位ビットで伝えられるべき場合、平均値に加算される必要のある値は０または１で
ある。平均値の整数部分の最下位ビットが、伝えられるべき電子透かしデータ・ビットと
既に同じである場合は０が加算され、平均値の整数部分の最下位ビットが、伝えられるべ
き電子透かしデータ・ビットの補数である場合は１が加算される。電子透かしデータが、
ブロックの選択されたクロミナンス部分の平均の整数位置の２番目の最下位ビットで伝え
られるべき場合、当該ピクセルに加算されるべきデータの値は－１、０、または１である
。平均値の整数部分の２番目の最下位ビットが、伝えられるべき電子透かしデータ・ビッ
トと既に同じである場合は０が加算され、平均値の整数部分の２番目の最下位ビットが、
伝えられるべき電子透かしデータ・ビットの補数である場合は１または－１が加算される
。１が加算されるか－１が加算されるかは、平均値の整数部分の２番目の最下位ビットを
その補数に変更しながら、平均値に対して最小の変更の原因となるのはどちらかによって
異なる。２番目の最下位ビットを使用すると、埋め込まれるべきデータが、ＭＰＥＧまた
は類似の処理による符号化に耐える可能性が高まる。ブロックの選択されたクロミナンス
部分の平均の整数部分の３番目の最下位ビットにデータが入れられるべき場合、当該ピク
セルに加算されるべきデータの値は－２、－１、０、１、または２である。平均値の整数
部分の３番目の最下位ビットが、伝えられるべき電子透かしデータ・ビットと既に同じで
ある場合は０が加算され、平均値の整数部分の３番目の最下位ビットが、伝えられるべき
電子透かしデータ・ビットの補数である場合は、－２、－１、１、または２が加算される
。－２、－１、１、または２のどれが加算されるかは、平均値の整数部分の３番目の最下
位ビットをその補数に変更しながら、平均値に対して最小の変更の原因となるのはどれか
によって異なる。３番目の最下位ビットを使用すると、埋め込まれるべきデータが、適切
な結果を達成するために、ＭＰＥＧまたは類似の処理による符号化に耐える可能性が高ま
る。上記の説明から、当業者は、ユーザまたはシステムにより決定される、さらに上位の
ビット位置に対して加算されるべき値を容易に決定することができる。
【００４０】
　この目的のために、ビット・マッパー１２３は、ブロックのピクセルの選択されたクロ
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ミナンス部分に分配して加算される値を展開する。このように行うことにより、当該ブロ
ックに対する当該クロミナンス部分の値の平均は変更され、その結果、刻印中のブロック
・インターリーバー１２１により供給されるビットは、選択されたクロミナンス部分の平
均値の選択されたビット位置に入れられる。この値は、電子透かしデータ・ビットを、１
ブロック内のピクセル数を乗じた適切なビット位置に入れるために、選択されたクロミナ
ンス部分の平均値に加算されるべき値である。すなわち、当該クロミナンス部分の値の平
均に加算されるべき、ビット・マッパー１２３により展開された値は、ブロックの個々の
ピクセルに加算される、さらに小さい値に分割される。したがって、当該ブロック内のピ
クセル数によって分割されたブロックに加算される、さらに小さい値の合計は、選択され
たクロミナンス部分の平均値に加算されるべき値に等しい。
【００４１】
　当該ブロックに対するクロミナンス部分の値の特定ビット平均、例えば、ビット・マッ
パー１２３により供給されたデータが刻印される、当該クロミナンス部分に対するＤＣ係
数は、ビット・マッパー１２３によって決定される。本発明の実施形態例では、ブロック
に対するＤＣ係数の２番目の最下位ビットは、当該ブロックに刻印されることが望まれる
特定値で置き換えられる。本発明の別の実施形態では、ＤＣ係数のどのビットが置き換え
られるかは、当該ブロックのテクスチャ変動により異なる。テクスチャ変動が増えるに従
い、置き換えられるビットをより上位にすると有利である。何故ならば、ＭＰＥＧ符号化
標準は、より高いテクスチャ変動に対してより大きな量子化ステップ・サイズを利用する
が、そのようなより大きな量子化ステップ・サイズを使用することにより、十分に上位で
ないビット位置に入れられた場合、その電子透かしデータ・ビットを濾過できるからであ
る。より上位のビットを使用する場合、その補数値に代入中のビットを変更するために、
ＤＣ係数に対して加算または減算すべき値は、１よりも大きくてよい。この目的のために
、本発明の一態様によれば、ビット・マッパー１２３は、テクスチャ・マスキング１１１
から、当該ブロックに対する輝度成分の平均変動を受け取り、その平均変動に基づいて、
置き換えられるべきビット位置を決定する。変動が大きいほど、電子透かしデータを入れ
るビット位置はより上位になる。
【００４２】
　ビット・マッパー１２３は、ピクセルが電子透かしを入れた出力ビデオ信号に組み込ま
れる場合、元のビデオ信号のブロックのピクセルごとに、適宜、元のビデオ信号のブロッ
クごとに伝達されるべき、インターリーブされたチャンネル符号化されたビット・ストリ
ームからデータ・ビットを供給する。したがって、ビット・マッパー１２３は、ビデオ信
号の処理がラインに基づいていること、すなわち処理はラインの左から右であり、次いで
次のラインに下がり、再び左から右であり、この結果、１つのブロックの隣接するピクセ
ルが必ずしもビデオ・ストリームで連続しておらず、したがって、すべてが一度に連続し
て次々と処理されるわけではないということを考慮する。何時でもビット・マッパー１２
３の出力として供給される特定のデータ・ビットは、乗算器１１３に入力として供給され
る。
【００４３】
　図１に示すようなエンコーダーを使用すると、ビデオのフレーム・サイズが７２０×４
８０ピクセルの場合、ほとんど誤りのない、秒速約６，７５０ビットのビットレートが、
チャンネル・エンコーダー１１９に供給される際の追加情報について達成される。
【００４４】
　当業者は、上記の説明から、図１の複数ユニットの様々なユニットが、ブロック全体か
らの情報を使用して演算する必要のある値、例えばブロックの元の平均値とブロックの平
均テクスチャ変動をまず決定し、次いで個々のピクセルを処理する際にそれらの値を利用
するために、記憶域を必要とすることを容易に理解するだろう。その結果、通常、１つの
スライス遅延がある。ここで、１スライスは、１つのフレーム全体を横に横断する連なっ
た複数のブロックである。
【００４５】
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　図２は、本発明の原理によって、そのクロミナンス信号に対するデジタル電子透かしを
含む、ビデオ信号の追加データを回復するための、受信器例２０１を示す。図２には、ａ
）ＹＵＶデマルチプレクサ（ｄｅｍｕｘ）およびデジメーター２０３、ｂ）色選択ユニッ
ト２０７、ｃ）二極形の双投形スイッチ２０９、ｄ）ブロック変動計算２１１、ｅ）ブロ
ック・インテグレーター(block integrator)Ｖ　２１３、ｆ）ブロック・インテグレータ
ーＵ　２１５、ｇ）ビット選択２１７、ｈ）デインターリーバー(deinterleaver)２１９
、およびｉ）チャンネル・デコーダー２２１を示す。
【００４６】
　ＹＵＶデマルチプレクサおよびデシメーター２０３は、送信器１０１（図１）のＹＵＶ
デマルチプレクサおよびデシメーター１０３に粗等しくてよく、信号のクロミナンス成分
に対して、追加情報が既に加えられた、デジタルに電子透かしの入ったビデオ信号を受け
取る。本発明の原理によって、ＹＵＶデマルチプレクサおよびデシメーター２０３は、シ
リアル・デジタル・インターフェース（ＳＤＩ）に従ってフォーマットされたデジタル・
ビデオなどの、デジタル・ビデオを扱う。当業者には理解されるだろうが、最初は適切な
デジタル形式でないビデオ信号はどれも、従来技術を使用して適切なデジタル形式に変換
することができる。
【００４７】
　ＹＵＶデマルチプレクサおよびデシメーター２０３は、ビデオの輝度（Ｙ）成分および
そのクロミナンス成分を逆多重化し、それを好ましい処理形式にデシメートする。その形
式では、元のブロックが４－４－４表現である場合、ビデオの元のそれぞれ２×２の輝度
ブロックに対して、１つのＹ値、１つのＵ値、および１つのＶ値しか残さない。受け取っ
たビデオの形式を知るために、ａ）オペレータが、ＹＵＶデマルチプレクサおよびデシメ
ーター２０３に、入力されたビデオの特定の形式を示すことを必要とするか、ｂ）ビデオ
の形式を、従来技術を使用してビデオから直接検出することができるか、またはｃ）情報
を、入力されたビデオ信号を供給するさらに上層のプロセッサから供給することができる
。逆多重化した輝度成分とクロミナンス成分が、色選択２０７に供給される。さらに、輝
度成分がブロック変動計算２１１に供給され、Ｖクロミナンス部分がブロック・インテグ
レーターＶ２１３に供給され、Ｕクロミナンス部分がブロック・インテグレーターＵ　２
１５に供給される。ＹＵＶデマルチプレクサおよびデシメーター１０３と異なり、ＹＵＶ
デマルチプレクサおよびデシメーター２０３は、元の入力されたビデオ信号のフル・フォ
ーマットのＹＵＶ出力の第２の組も供給することは必要としない。
【００４８】
　色選択ユニット２０７は、ブロックごとに、クロミナンス成分のどの部分に対して、す
なわちＵ部分またはＶ部分に対して、追加情報が埋め込まれた可能性があるかを特定する
。二極形の双投形スイッチ２０９の位置を制御するために、色選択ユニット２０７の出力
が使用される。より具体的には、色選択ユニット２０９は、以下でより詳細に説明するよ
うに、Ｙ、Ｕ、およびＶに応じて、このブロックに対して追加情報が埋め込まれた可能性
のある、クロミナンス位置ＵまたはＶを選択する。本発明の一実施形態では、色選択ユニ
ット２０７は、参照テーブルに基づいている。これを行うことにより、通常ならば必須で
ある可能性のある、ＹＵＶ／ＲＧＢ変換を必要としないことによって、この処理を簡略化
する。
【００４９】
　色選択ユニット２０７に対する入力は個別のピクセルであることに留意されたい。色選
択ユニット２０７は、各ブロックのピクセルを追跡し、当該ブロックのピクセルごとに個
々のＵまたはＶ選択を組み合わせる。最高値を有する特定の構成要素、すなわち１つのブ
ロック内のピクセルに対して最も頻繁に選択された構成要素が、色選択２０７の出力であ
ると決定される。次いで、スイッチ２０９が、追加データが追加済みであると判定された
クロミナンス成分の部分の統合されたバージョンをビット選択２１７に供給するよう、色
選択ユニット２０７の出力がセットされる。
【００５０】
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　ブロック変動計算２１１は、当該ブロックに対する選択されたクロミナンス部分の値の
平均の特定ビット、例えば、刻印されたデータを含んでいる可能性のある選択されたクロ
ミナンス部分に対するＤＣ係数を決定する。指摘したように、本発明の実施形態例では、
ビット・マッパー１２３（図１）は、どのビット位置が、刻印されるべき電子透かしデー
タ・ビットに置き換えられるべきかを特定するために、当該ブロックのピクセルの輝度成
分の変動の平均を受信し、利用した。変動が大きいほど、置き換えられるべきビット位置
はより上位になる。ブロック変動計算２１１（図２）は、その計算を、その決定を置き換
えるためにマッパー１２３により使用される同じ情報に基づかせるべきである。ブロック
変動計算２１１の出力が、ビット選択２１７に供給される。
【００５１】
　ブロック・インテグレーターＶ　２１３は、ブロック全体にわたるＶの値を統合する。
すなわち、１つのブロック内の各ピクセルに対する値を結合、つまり合計する。ブロック
・インテグレーターＵ　２１５は、１ブロック全体にわたるＵの値を統合する。すなわち
、１つのブロック内の各ピクセルに対する値を結合、つまり合計する。
【００５２】
　ビット選択２１７は、当該ブロックに関するデータとしてスイッチ２０９によってそれ
に供給された、統合されたクロミナンス部分の値からブロック変動計算２１１が指定した
ビット位置のビットを抽出する。
【００５３】
　デインターリーバー２１９は、送信器１０１のブロック・インターリーバー１２１（図
１）の作用を解除するために、データを並べ替える。並べ替えられた値は、次いで、チャ
ンネル・デコーダー２２１（図２）に供給され、チャンネル・デコーダー２２１は、送信
器１０１（図１）のチャンネル・エンコーダー１１９が利用するタイプの符号化を使用し
て符号化された信号に対して、適切な復号化を実行する。結果として得られた復号化され
た値が、チャンネル・デコーダー２２１（図２）により追加データ信号の再構築バージョ
ンとして供給される。さらに堅牢にするために、チャンネル・デコーダー２２１は、ター
ボ・デコーダーなどの、所謂「シーケンス・デコーダー」であってよい。
【００５４】
　図３に示すように組み合わせた場合、図３Ａおよび３Ｂは、本発明の原理によって、追
加データで複数のクロミナンス部分の１つに電子透かしを入れる際に使用するための、処
理例を示す。特定されたビット位置が刻印されるべき値と既に同じブロックの場合、当該
ブロックは未修正のまま送信することができる。図３の処理は、本発明の実施形態例では
、図１に示すようなシステムで実行することができる。
【００５５】
　１ブロックのすべてのピクセルが使用可能な場合、処理は、工程３０１から開始するこ
とができる。図３の処理の部分は、ブロックごとを基礎として、また一部にはピクセルご
とを基礎として行われる。１つのフレームにある複数のブロックは、２次元ポインターｐ
、ｑを使用して索引付けされる。ここで、ｐは、処理中のフレームの特定の横スライスを
指し示し、ｑは、当該フレームの特定の列、すなわち縦スライスを指し示す。例えば、７
２０×４８０の解像度の場合、ｐは１から３０の範囲にあり、ｑは１から４５の範囲にあ
る。同様に、各ブロックのピクセルは、２次元ポインターｉ、ｊを使用して索引付けされ
る。ここで、ｉは、処理中のブロック内の特定行を指し示し、ｊは、処理中のブロック内
の特定列を指し示す。例えば、元のビデオの各マクロブロックにはＹ、Ｕ、およびＶの対
応する８×８ブロックしかない場合、データを刻印するために利用される特別の処理モー
ドでは、ｉとｊはどちらも０から７の範囲にある。
【００５６】
　工程３０１で処理が開始された後、同処理に使用されるいくつかの変数は、例えばｃｏ
ｕｎｔＵ（ｐ、ｑ）＝０、ｃｏｕｎｔＶ（ｐ、ｑ）＝０、ｓｕｍＵ（ｐ、ｑ）＝０、ｓｕ
ｍＶ（ｐ、ｑ）＝０、およびｖａｒ（ｐ，ｑ）＝０のように、工程３０３で初期設定され
る。ｃｏｕｎｔＵは、Ｕクロミナンス部分に対して電子透かしを入れるのに適した、色選
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択処理により選択されたブロック内のピクセルの現在の合計数であり、ｃｏｕｎｔＶは、
Ｖクロミナンス部分に対して電子透かしを入れるのに適した、色選択処理により選択され
たブロック内のピクセルの現在の合計数である。ｓｕｍＵおよびｓｕｍＶは、当該ブロッ
クのすべてのピクセルに対する、それぞれＵとＶの現在の合計数である。本発明の実施形
態では、当該ブロックに対して選択されたクロミナンス部分のピクセルに対してのみ電子
透かしが実行される場合、選択されないクロミナンス部分に対して展開されたｓｕｍＵと
ｓｕｍＶのうちの１つは不要である。
【００５７】
　工程３０５で、ｖａｒ（ｐ，ｑ）、すなわち当該ブロック内の個々のピクセルに対する
輝度の変動の合計は、当然ながら、当該ブロックに対する輝度の平均変動に比例するが、
これが演算される。この目的のために、まずｉとｊの両方が、例えばｉ＝０、ｊ＝０のよ
うに、処理されるべきブロックの第１のピクセルを指し示すようにセットされる。ｖａｒ
（ｐ，ｑ）の値は、当該ブロックの各ピクセルを循環し、ｉとｊの値を適宜変更し、ピク
セルごとの輝度の変動をｖａｒ（ｐ，ｑ）の現在の合計に加算することにより演算される
。
【００５８】
　本発明の一実施形態では、任意の特定のピクセルに対する輝度の変動は、当該ピクセル
とそのピクセルに最も近いすべてのピクセルの間の輝度の差の絶対値を取ることにより、
演算することができる。数学上、最も近いピクセルのすべてが同じブロック内にある場合
、これは次のように表記される。
【数１】

【００５９】
　当業者は、最も近いピクセルが別のブロックにあるようなピクセルに対しても、上記の
説明を容易に適用することができよう。さらに、フレームの境界線に近いブロック、すな
わち最も近いピクセルのないブロック、または最も近いピクセルが、表示されていないブ
ロックの一部であるブロックに関しては、そのような近いピクセルの値を０と見なすこと
ができる。
【００６０】
　本発明の別の態様では、最も近いピクセルのすべてを変動演算で考慮する必要はなく、
それでも十分に高品質の結果を達成することができることに留意されたい。より具体的に
は、ピクセルごとのその演算時間は、当該ピクセルを囲む長方形の隅の４つのピクセルと
、当該ピクセルと縦または横のラインを形成する、他の２つのピクセル、例えば、当該ピ
クセルの横のライン上の２つのピクセルとの差だけを取ることにより低減すると有利であ
る。
【００６１】
　その後、条件分岐点３０７は、当該ブロックに対する電子透かし情報を、どの特定のク
ロミナンス部分、すなわちＵまたはＶが含むことになるかを特定するためにテストする。
これは、当該ブロックのピクセルごとに色選択を評価し、クロミナンス部分ごとに選択さ
れたブロック内のピクセル数を計数することにより行われる。当該ブロックに対して最も
多く選択されたクロミナンス部分が、電子透かしのために選ばれる。本発明のいくつかの
実施形態では、特定のピクセルが電子透かしにはまったく不適合であると判定される場合
があることに留意されたい。このような場合、ＵまたはＶに対してピクセルの合計数は計
数されない。
【００６２】
　ピクセルごとに電子透かしを入れられるよう選択される色を決定する特定の方法は、実



(15) JP 5284559 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

施者の裁量により異なる。本発明の一実施形態では、例えば、最初値のピクセルのクロミ
ナンス部分が選択される。本発明の別の実施形態では、以下で説明する色選択構成が利用
される。
【００６３】
　次に、電子透かしされたビットを含むことになる、選択されたクロミナンス部分の平均
値のビット部分が決定される。このビット位置は、電子透かしの入ったビットが、ＭＰＥ
Ｇ様符号化で行われるような、いかなる後続の量子化にも耐えるように選択される。
【００６４】
　この目的のために、工程３０７でのテスト結果が、Ｖクロミナンス部分に電子透かしが
入れられるように選択される場合、制御は工程３０９に渡り、そこで変数「ｗａｔｅｒｍ
ａｒｋｃｏｌｏｒ」がＶに等しくセットされる。その後、条件分岐点３２３は、当該ブロ
ック全体にわたる平均Ｙ変動であるｖａｒ（ｐ，ｑ）が、最大Ｖ閾値である、最初に規定
されたＶ閾値ｔｌｖより大きいか否かを判定するようテストする。ｔｌｖの値の例は６０
０である。
【００６５】
　ＵとＶの両方に関して、図３および４と共に使用される特定の閾値は、平均のＹ変動が
提案された閾値と比較される場合、各Ｙ値を表すために使用されるビット数に少なくとも
一部には依存することに留意されたい。例えば、本明細書で提案された閾値は、８ビット
値のＹのためのものである。当業者は、８ビット用に利用される値が、例えば４を乗じ、
その値を左に２回シフトすることによって、１０ビットにスケール変更できることを容易
に理解するだろう。同様に、Ｙ、Ｕ、およびＶのために使用される他のビット数を、同様
に適合することができる。
【００６６】
　本発明の他の実施形態では、様々な比較のために当該ブロック全体にわたる平均Ｙ変動
を使用する代わりに、当該ブロック全体にわたる平均Ｖ変動など、別の平均変動を計算し
て利用することができる。
【００６７】
　工程３２３のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＶ値の
平均の５番目の最下位ビットに対して追加データを符号化しなければならないほど、変動
が大きいことが示された場合、例えば、ｉｎｔ［ｓｕｍＶ（ｐ，ｑ）／６４］など、ｉｎ
ｔ［ｓｕｍＶ（ｐ，ｑ）／ブロックあたりピクセル数］の値がｔｌｖより大きいことが示
された場合、制御は工程３２５に進み、そこで変数ｍは５に等しくセットされる。
【００６８】
　本明細書で使用するように、丸め用の整数関数ｉｎｔを使用する代わりに、例えば、常
に最も近い整数値に切り上げるか、丸めるなど、整数値を達成するために丸めのいかなる
他の形式でも利用することができることに留意されたい。
【００６９】
　工程３２３のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＶ値の平
均値の５番目の最下位ビットに対して追加データを符号化しなければならないほどには変
動が大きくないことが示された場合、制御は条件分岐点３２９に進み、そこで当該ブロッ
ク全体にわたる平均Ｙ変動であるｖａｒ（ｐ，ｑ）が、２番目に大きいＶ閾値である、第
２の規定のＶ閾値ｔ２ｖより大きいか否かを判定するためにテストする。ｔ２ｖの値の例
は１５である。
【００７０】
　工程３２９のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＶ値の
平均の４番目の最下位ビットに対して追加データを符号化すべきであることが示された場
合、制御は工程３３１に進み、そこで変数ｍが４に等しくセットされる。
【００７１】
　工程３２９のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックのＶ値の平均の４番目
の最下位ビットに対して追加データを符号化しなければならないほどには変動は大きくな



(16) JP 5284559 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

いことが示された場合、制御は条件分岐点３３３に進み、そこで当該ブロック全体にわた
る平均Ｙ変動であるｖａｒ（ｐ，ｑ）が、３番目に大きいＶ閾値である、最小のＶ閾値ｔ
３ｖより大きいか否かを判定するためにテストする。ｔ３ｖの値の例は７である。
【００７２】
　工程３３３のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＶ値の
平均の３番目の最下位ビットに対してデータを符号化しなければならないほど、変動が大
きいことが示された場合、制御は工程３３５に進み、そこで変数ｍは３に等しくセットさ
れる。
【００７３】
　工程３３３のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックのＶ値の平均値の２番
目の最下位ビットに対してデータを符号化しなければならないだけ、変動が大きいことが
示された場合、制御は工程３３７に進み、そこで変数ｍは２に等しくセットされる。
【００７４】
　工程３０７のテスト結果が、Ｕクロミナンス部分が電子透かしを入れるように選択され
た場合、制御は工程３１１に進み、そこで変数「ｗａｔｅｒｍａｒｋｃｏｌｏｒ」はＵに
等しくセットされる。その後、条件分岐点３４３は、当該ブロック全体にわたる平均Ｙ変
数であるｖａｒ（ｐ，ｑ）が、最大閾値である、第１の規定された閾値ｔｌｕより大きい
か否かを判定するためにテストする。ｔｌｕの値の例は６００である。
【００７５】
　本発明の他の実施形態では、様々な比較のために当該ブロック全体にわたる平均Ｙ変動
を使用する代わりに、当該ブロック全体にわたる平均Ｕ変動を計算して利用することがで
きる。
【００７６】
　工程３４３のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＵ値の
平均の５番目の最下位ビットに対してデータを符号化する必要があるほど、変動が大きい
ことが示された場合、例えば、ｉｎｔ［ｓｕｍＵ（ｐ，ｑ）／６４］など、ｉｎｔ［ｓｕ
ｍＶ（ｐ，ｑ）／ブロックあたりピクセル数］がｔｌｖより大きいことが示された場合、
制御は工程３４５に進み、そこで変数ｍは５に等しくセットされる。
【００７７】
　本明細書で丸め用の整数関数ｉｎｔを使用する代わりに、例えば常に最も近い整数値に
切り上げるか、丸めるなど、整数値を達成するために丸めのいかなる他の形式でも利用す
ることができることに留意されたい。
【００７８】
　工程３４３のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＵ値の平
均の５番目の最下位ビットに対してデータを符号化する必要があるほどには変動が大きく
ないことが示された場合、制御は条件分岐点３４９に進み、そこで当該ブロック全体にわ
たる平均Ｙ変動であるｖａｒ（ｐ，ｑ）が、２番目に最大のＵ閾値である、第２の規定さ
れた閾値ｔ２ｕより大きいか否かを判定するためにテストする。ｔ２ｕの値の例は１５で
ある。
【００７９】
　工程３４９のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＵ値の
平均の４番目の最下位ビットに対してデータを符号化しなければならないことが示された
場合、制御は工程３５１に進み、そこで変数ｍは４に等しくセットされる。
【００８０】
　工程３４９のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＵ値の平
均の４番目の最下位ビットに対してデータを符号化しなければならないほどには変動が大
きくないことが示された場合、制御は条件分岐点３５３に進み、そこで当該ブロック全体
にわたる平均Ｙ変動であるｖａｒ（ｐ，ｑ）が、最小のＵ閾値である、第３の規定された
閾値ｔ３ｕより大きいか否かを判定するためにテストする。ｔ３ｕの値の例は７である。
【００８１】
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　工程３５３のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＵ値の
平均の３番目の最下位ビットに対してデータを符号化しなければならないほど、変動が大
きいことが示された場合、制御は工程３５５に進み、そこで変数ｍは３に等しくセットさ
れる。
【００８２】
　工程３５３のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＵ値の平
均の２番目の最下位ビットに対してデータを符号化しなければならないのに十分なだけ、
変動が大きいことが示された場合、制御は工程３５７に進み、そこで変数ｍは２に等しく
セットされる。
【００８３】
　電子透かしが入ったデータを含めるために利用されるべき、選択されたクロミナンス部
分のブロック全体にわたる平均値の特定ビットが決定されると、そのビット位置に確実に
所望のビットを含めさせる処理が行われる。この処理の目的は、所望のビット位置が、送
信されるべき電子透かしビットの値を確実に有するように、選択されたクロミナンス部分
の現在の平均値に対して最小の可能な値を加算または減算することである。本発明の一実
施形態では、所望のビット位置は、平均値の整数部分内のビット位置であることに留意さ
れたい。この目的のために、理想的には、所望のビット位置が、送信されるべき電子透か
しビットの値を既に含んでいる場合、選択されたクロミナンス部分の現在の平均値には何
も加算することはできない。一方、所望のビット位置が、送信されるべき電子透かしビッ
トの値の補数を含んでいる場合、理想的には、所望のビット位置に対して加算または減算
し、したがってその現在の電子透かしされていない値から、その最終的に電子透かしされ
た値に、選択されたクロミナンス部分の平均値の値に最小の変更を行わせることにより、
所望ビット位置をその補数にフリップすることになる最小の可能な値だけが、適宜、所望
のビット位置に対して加算または減算される。
【００８４】
　実際には、量子化ノイズにより、本発明の処理の一部、および所望のビットの最終値に
影響を与える可能性のあるＭＰＥＧ様符号化処理の他の要因として丸めることで、本明細
書でさらに説明するように、わずかに異なる値を加算または減算することができる。より
具体的には、本発明の一実施形態では、所望のビット位置に所望のビット値を有する値の
「安全な」範囲が選択され、最小値が、選択されたクロミナンス部分の平均値に対して加
算または減算される。この結果、最終値は、所望のビット位置に所望のビット値を有し、
それは安全な範囲内に含まれることになる。したがって、通常、平均値のビットが、電子
透かしデータを伝えるためにその補数に変更される必要のある場合は何時でも、結果的に
得られる値は、常に安全な範囲の境界線上にある。既に所望のビット位置の値が、送信さ
れるべき電子透かしデータ・ビットの値である場合、選択されたクロミナンス部分の平均
値が既に安全な範囲に含まれるならば、当該選択されたクロミナンス部分の平均値には何
も加算する必要はない。しかし、当該選択されたクロミナンス部分の平均値がまだ安全な
範囲に含まれていない場合、所望のビット位置の値を、送信されるべき電子透かしビット
の値に維持しながら、当該選択されたクロミナンス部分の平均値を安全な範囲内の値にな
るよう変更する必要のある最小値が、当該選択されたクロミナンス部分の平均値に加算／
から減算される。
【００８５】
　概念上、上記の説明は、所望のビット位置で所望の電子透かし値を達成するために、ま
ず最小値を加算または減算し、次いで、最終値が安全な範囲内に含まれることを保証する
ために、例えばマージン値など、さらなる量を加算または減算することを意図することが
できる。
【００８６】
　図５は、所望のビット位置が３番目の最下位ビットである、複数の安全な範囲の一例を
示す。軸に沿って、選択されたクロミナンス部分の平均値を示す。
【００８７】
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　表１は、（コード）（値の表）を示す。
【００８８】
　工程３２５、３３１、３３５、３３７、３４５、３５１、３５５、および３５７が完了
する際、制御は条件分岐点３６１に進み、そこで、当該ブロックに刻印されるべき電子透
かしデータのビットが、変数「ｗａｔｅｒｍａｒｋｃｏｌｏｒ」によって特定されるクロ
ミナンス部分の平均値に対して現在特定されているビット位置と同じか否かを判定するた
めにテストする。工程３６１のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックに刻
印されるべき電子透かしデータのビットが、変数「ｗａｔｅｒｍａｒｋｃｏｌｏｒ」によ
って特定されるクロミナンス部分の平均値に対して現在特定されているビット位置と同じ
であり、したがって、当該ビットをその補数値に変更する必要がないと示された場合、制
御は工程３６３に進み、そこでその値が現在のビット位置に対する安全な範囲内に含まれ
るか否かを判定するためにテストする。テスト結果がＮＯの場合、すなわち、後続処理中
に誤りが生じる可能性があることが示された場合、制御は工程３６５に進み、そこで所望
のビット位置の値を変更せずに、変数「ｃｈａｎｇｅｖａｌｕｅ」を、「ｗａｔｅｒｍａ
ｒｋｃｏｌｏｒ」によって特定される色に対する現在の平均値を最も近い安全な範囲内に
移動するために必要な値に等しくセットする。その値は整数値である必要はなく、負の値
であってもよいことに留意されたい。工程３６３のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、
「ｗａｔｅｒｍａｒｋｃｏｌｏｒ」によって特定される色に対する現在の平均値が既に安
全な範囲内に含まれることが示された場合、制御は工程３６７に進み、そこで「ｃｈａｎ
ｇｅｖａｌｕｅ」の値が０に等しくセットされる。
【００８９】
　工程３６１のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックに刻印されるべき電子
透かしデータのビットが、変数「ｗａｔｅｒｍａｒｋｃｏｌｏｒ」によって特定されるク
ロミナンス部分の平均値に対して現在特定されているビット位置と同じでないことが示さ
れ、したがって、電子透かしデータを適切に伝えるために当該ビットの値がその補数値に
変更されなければならないことが示された場合、制御は工程３６９に進み、そこで現在の
ビット位置に対する最も近い安全な範囲が、「ｗａｔｅｒｍａｒｋｃｏｌｏｒ」によって
特定される色の現在の平均値より大きいか小さいかを判定するためにテストする。工程３
６９のテスト結果が「大きい」の場合、すなわち、現在のビット位置に対する最も近い安
全な範囲の値が、「ｗａｔｅｒｍａｒｋｃｏｌｏｒ」によって特定される色の現在の平均
値より大きいことが示された場合、制御は工程３７１に進み、そこで変数「ｃｈａｎｇｅ
ｖａｌｕｅ」の値が、結果的に得られる値が、より大きな値を有する隣接の安全な範囲内
に含まれるように、平均値に加算される最小値に等しくセットされる。この値は整数値で
ある必要はないことに留意されたい。工程３６９のテスト結果が「小さい」の場合、すな
わち、現在のビット位置に対する最も近い安全な範囲の値が、「ｗａｔｅｒｍａｒｋｃｏ
ｌｏｒ」によって特定される色の現在の平均値より小さいことが示された場合、制御は工
程３７３に進み、そこで変数「ｃｈａｎｇｅｖａｌｕｅ」の値が、平均値に加算された場
合に、より小さな値を有する隣接の安全な範囲内に含まれる値になる、最小の負の値に等
しくセットされる。ここでもまた、この値は整数値である必要はなく、負の値であっても
よいことに留意されたい。
【００９０】
　工程３６５、３６７、３７１、または３７３が終結する際、制御は工程３７５に進み、
そこでピクセルに加算される合計は、ブロックあたりのピクセル数と「ｃｈａｎｇｅｖａ
ｌｕｅ」の値の積に等しくセットされる。結果的に得られる積の値が整数でない場合、そ
の値は切り捨てにより丸められる。この丸めは、工程３６５、３７１、および３７３と合
わせて実行することができる。ここで、負の値が加算された場合、当該値の整数部分をと
ることによって丸めは切り捨てとなり、正の値が加算された場合、次の整数値に向けて丸
めは切り上げとなる。
【００９１】
　処理は、次に、ブロック・レベル単位からブロック内のピクセル・レベル単位に変更さ
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れる。工程３７７で、ブロックの第１のピクセルが指し示される。その後、条件分岐点３
７９は、現在のピクセルに電子透かしを入れるべきか否かを、その色に基づいて判定する
ためにテストする。これは、電子透かしを入れるのに適した当該ピクセルのクロミナンス
成分が、ブロック全体に対して工程３０７で選択された色と同じか否かを判定するために
テストすることにより行われる。工程３７９のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当
該ピクセルが電子透かしされるべきであることが示された場合、制御は工程３８１に進み
、そこでピクセルに対する輝度変動と、現時点で当該ブロックのピクセルに加算される合
計値に基づいて、ある値が現在のピクセルに加算される。
【００９２】
　より具体的には、可視的な人為的誤りをもたらさずにピクセルに加算することのできる
最大値が、輝度の変動に従って決定される。輝度の変動が大きいほど、加算できる値は、
規定の最大値まで増加する。この値は正でも負でもよいことに留意されたい。次いで、ピ
クセルに加算されるべき合計が正の値である場合は、この値がピクセルに加算され、ピク
セルに加算されるべき合計が負の値である場合は、この値がピクセルから減算される。し
かし、ピクセル単位の処理が進むと、加算または減算される値の現在の合計が、ピクセル
に加算されるべき合計から減算される。現在のピクセルに加算されるべき値により、ピク
セル群に加算されるべき合計と現在の合計の間に０を挟んで違いが生じる場合、その値は
、現在の合計が丁度０に等しくなるように調整される。
【００９３】
　工程３７９のテスト結果がＮＯの場合、または工程３８１の完了後、制御は条件分岐点
３８３に進み、そこで現在のピクセルが当該ブロックの最後のピクセルか否かを判定する
ためにテストする。工程３８３のテスト結果がＮＯの場合、制御は工程３８５に進み、そ
こで、当該ブロックのピクセルに加算されるべき合計は加算済みか否か、すなわち、当該
ブロックのピクセルに加算されるべき合計に等しい現在の合計か否かを判定するためにテ
ストする。工程３８５のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルに
さらに加算される必要があることが示された場合、制御は工程３８７に進み、そこで当該
ブロックの次のピクセルを指し示す。次いで制御は工程３７９に戻り、処理は上記で説明
したように継続する。
【００９４】
　工程３８３または３８５のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックのすべ
てのピクセルが処理済みか、または加算される必要のある合計すべてが加算済みであるこ
とが示された場合、制御は工程３８９に進み、処理は終了する。
【００９５】
　図４Ａおよび４Ｂは、図４に示すように組み合わせた場合、本発明の原理によって、ビ
デオ信号の電子透かし信号を構成する追加情報がクロミナンス成分に刻印された、デジタ
ルに電子透かしの入ったビデオ信号から追加情報を抽出するための処理例を示す。このよ
うな処理は、色選択２０７、二極形の双投形スイッチ２０９、ブロック変動計算２１１、
ブロック・インテグレーターＶ　２１３、ブロック・インテグレーターＵ　２１５、およ
びビット選択２１７（図２）の全体にわたり、図２に示す実施形態のような本発明の実施
形態例によって実施することができる。
【００９６】
　この処理は、受け取ったデシメート済みフレームの新しいブロックが処理される工程４
０１（図４）から開始する。教育的目的のために、本明細書では、１ブロックのすべての
ピクセルが、次のブロックのピクセルが処理される前に処理されるように、ブロックでグ
ループ化した図４の処理による処理のためにピクセルが供給されることに留意されたい。
しかし、実際のシステムを設計する際、当業者は、ブロックを効果的に個別処理するため
に、ピクセルを、それらピクセルがスキャンされるのと同じ順序で処理することができ、
適切なメモリ位置および制御構造を使用できることを容易に理解するだろう。
【００９７】
　図４の処理の部分は、ブロック単位を基礎として行われ、一部はピクセル単位を基礎と
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して行われる。１つのフレームの複数のブロックは、２次元ポインターｐ、ｑを使用して
索引付けされる。ここで、ｐは、処理中のフレームの特定の横スライスを指し示し、ｑは
、当該フレームの特定の列、すなわち縦スライスを指し示す。例えば、７２０×４８０の
解像度の場合、ｐは１と３０の範囲にあり、ｑは１から４５の範囲にある。同様に、各ブ
ロックのピクセルは、２次元ポインターｉ、ｊを使用して索引付けされる。ここで、ｉは
、処理中のブロック内の特定行を指し示し、ｊは、処理中のブロック内の特定列を指し示
す。例えば、元のビデオの各マクロブロックにＹ、Ｕ、およびＶの対応する８×８ブロッ
クしかない場合、データを刻印するために利用される特定処理モードでは、ｉとｊはどち
らも０と７の範囲にある。
【００９８】
　工程４０１で処理が開始された後、同処理に使用されるいくつかの変数は、例えばｃｏ
ｕｎｔＵ（ｐ、ｑ）＝０、ｃｏｕｎｔＶ（ｐ、ｑ）＝０、ｓｕｍＵ（ｐ、ｑ）＝０、ｓｕ
ｍＶ（ｐ、ｑ）＝０、およびｖａｒ（ｐ，ｑ）＝０のように、工程４０３で初期設定され
る。ｃｏｕｎｔＵおよびｃｏｕｎｔＶは、色選択処理によりそれぞれＵおよびＶとして選
択されたブロック内のピクセルの現在の合計数であり、ｓｕｍＵおよびｓｕｍＶは、当該
ブロックのすべてのピクセルに対する、それぞれＵおよびＶの現在の合計数である。当該
ブロックに対して、ｉとｊはどちらも、例えばｉ＝０、ｊ＝０のように、処理されるべき
ブロックの第１のピクセルを指し示すようセットされる。ブロックごとに、ｖａｒ（ｐ，
ｑ）は当該ブロック内の各ピクセルに対する輝度の変動の合計を表すが、これは当然なが
ら、当該ブロックに対する輝度の平均変動に比例する。
【００９９】
　その後、工程４０５で、現在処理中のブロックのピクセルを現在指し示している、Ｙ値
、Ｕ値、およびＶ値が得られる。例えば、
【数２】

の値が得られる。ＵおよびＶの現在の値は、工程４０７のｓｕｍＵおよびｓｕｍＶのそれ
ぞれの現在の値に加算される。工程４０７でも、現在のピクセルに対する輝度の変動をｖ
ａｒ（ｐ，ｑ）の現在の合計に加算することによって、輝度の変動ｖａｒ（ｐ，ｑ）は更
新される。本発明の一実施形態では、現在のピクセルに対する輝度の変動は、現在のピク
セルとそれに最も近いピクセルのすべての間の輝度の差の絶対値をとることにより、演算
することができる。数学上、最も近いピクセルのすべてが同じブロック内にある場合、こ
れは次のように表記される。
【数３】

【０１００】
　当業者は、最も近いピクセルが別のブロックにあるようなピクセルに対しても、上記の
説明を容易に適用することができよう。さらに、フレームの境界線に近いブロック、すな
わち最も近いピクセルのないブロック、または最も近いピクセルが、表示されていないブ
ロックの一部であるブロックに関しては、そのようなピクセルの値を０と見なすことがで
きる。
【０１０１】
　本発明の別の態様によれば、最も近いピクセルのすべてを考慮する必要はなく、それで
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も十分に高品質の結果を達成することができる。より具体的には、演算時間は、現在のピ
クセルを囲む長方形の隅の４つのピクセルと、現在のピクセルと縦または横のラインを形
成する、２つの他のピクセル、例えば、現在のピクセルの横のライン上にある２つのピク
セルと差を取ることように低減すると有利である。しかし、デコーダーは、エンコーダー
で利用された同じ処理と一致すべきである。
【０１０２】
　制御は、条件分岐点４０９に進み、そこで、ＵとＶのどちらに追加データが刻印された
可能性があるかを判定するためにテストする。この判定の詳細は、以下でさらに説明する
。工程４０９のテスト結果がＵの場合、すなわち、追加データが、現在のピクセルに対し
てＵに刻印された可能性が最も高いことが示された場合、制御は工程４１１に進み、そこ
でｃｏｕｎｔＵが増分される。次いで制御は工程４１３に進む。工程４０９のテスト結果
がＶの場合、すなわち、追加データが、現在のピクセルに対してＶに刻印された可能性が
最も高いことが示された場合、制御は工程４１５に進み、そこでｃｏｕｎｔＶが増分され
る。次いで制御は工程４１３に進む。
【０１０３】
　本発明のいくつかの実施形態では、条件分岐点４０９は、ピクセルにデータがまったく
刻印されなかった、すなわち、ＵにもＶにも刻印されなかった可能性があることを示す、
さらに別の結果のある、スリーウェイ・テストであってもよい。このような結果の場合、
制御は単に工程４１３に直接進む。
【０１０４】
　条件分岐点４１３は、現在のピクセルが現在のブロックの最後のピクセルか否かを判定
するためにテストする。工程４１３のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、未処理の現在
のブロックにさらにピクセルが残っていることが示された場合、制御は工程４１７に進み
、そこで、次の「今のところ未処理の」ピクセルを指し示すようｉとｊの値が調整される
。次いで制御は工程４０５に進み、そこで処理は上記のように継続する。工程４１３のテ
スト結果がＹＥＳの場合、すなわち、現在のブロックのすべてのピクセルが処理済みであ
ることが示された場合、制御は工程４１９に進み、そこで、当該ブロックに対してデシメ
ートされた輝度の変動が計算される。すなわち、８×８のＹブロックの変動が計算される
。
【０１０５】
　次いで制御は条件分岐点４２１に進み、そこで、現在のブロックに対してｃｏｕｎｔＶ
＞ｃｏｕｎｔＵか否かを判定するためにテストする。工程４２１のテスト結果が、ｃｏｕ
ｎｔＶがｃｏｕｎｔＵよりも大きい場合、制御は条件分岐点４２３に進み、そこで当該ブ
ロック全体にわたる平均Ｙ変動であるｖａｒ（ｐ，ｑ）が、最大Ｖ閾値である、第１の規
定された閾値ｔｌｖよりも大きいか否かを判定するためにテストする。ｔｌｖの値の例は
６００である。
【０１０６】
　本発明の他の実施形態では、様々な比較のために当該ブロック全体にわたる平均Ｙ変動
を使用する代わりに、当該ブロック全体にわたる平均Ｕ変動または平均Ｖ変動を計算して
、例えば数値の大きい方を利用することができる。
【０１０７】
　工程４２３のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＶ値の
平均の整数部分の５番目の最下位ビット、例えば、ｉｎｔ［ｓｕｍＶ（ｐ，ｑ）／（ブロ
ックあたりピクセル数）］の値、例えばｉｎｔ［ｓｕｍＶ（ｐ，ｑ）／６４］、に対して
データが符号化された可能性があるほど、変動が大きいことが示された場合、制御は工程
４２５に進み、そこで変数ｍは５に等しくセットされる。次いで制御は工程４２７に進み
、そこで当該ブロックのピクセルのＶ値の平均のｍ番目の最下位ビットの値が、当該ブロ
ックに刻印された値として抽出される。次いで処理は、工程４５９で終了する。
【０１０８】
　本明細書の丸め用の整数関数ｉｎｔを使用する代わりに、例えば、常に最も近い整数値
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に切り上げるか、丸めるなど、整数値を達成するために丸めのいかなる他の形式でも利用
することができることに留意されたい。
【０１０９】
　工程４２３のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＶ値の平
均の整数部分の５番目の最下位ビットに対してデータが符号化された可能性があるほどに
は変動が大きくないことが示された場合、制御は条件分岐点４２９に進み、そこで当該ブ
ロック全体にわたる平均Ｙ変動であるｖａｒ（ｐ，ｑ）が、２番目の最大Ｖ閾値である、
第２の規定された閾値ｔ２ｖより大きいか否かを判定するようテストする。ｔ２ｖの値の
例は１５である。
【０１１０】
　工程４２９のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＶ値の
平均の整数部分の４番目の最下位ビットに対してデータが符号化された可能性があるほど
変動が大きいことが示された場合、制御は工程４３１に進み、そこで変数ｍが４に等しく
セットされる。次いで制御は工程４２７に進み、そこで当該ブロックのピクセルのＶ値の
平均のｍ番目の最下位ビットの値が、当該ブロックに刻印された値として抽出される。次
いで処理は、工程４５９で終了する。
【０１１１】
　工程４２９のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＶ値の平
均の整数部分の４番目の最下位ビットに対してデータが符号化された可能性があるほどに
は、変動が大きくないことが示された場合、制御は条件分岐点４３３に進み、そこで当該
ブロック全体にわたる平均Ｙ変動であるｖａｒ（ｐ，ｑ）が、最小Ｖ閾値である、第３の
規定された閾値ｔ３ｖより大きいか否かを判定するようテストする。ｔ３ｖの値の例は７
である。
【０１１２】
　工程４３３のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＶ値の
平均の整数部分の３番目の最下位ビットに対してデータが符号化された可能性があるほど
、変動が大きいことが示された場合、制御は工程４３５に進み、そこで変数ｍは３に等し
くセットされる。次いで制御は工程４２７に進み、そこで当該ブロックのピクセル全体に
わたるＶ値の平均のｍ番目の最下位ビットの値が、当該ブロックに刻印された値として抽
出される。次いで処理は、工程４５９で終了する。
【０１１３】
　工程４３３のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＶ値の平
均の整数部分の２番目の最下位ビットに対してデータが符号化された可能性を示すに十分
なだけ、変動が大きいことが示された場合、制御は工程４３７に進み、そこで変数ｍは２
に等しくセットされる。次いで制御は工程４２７に進み、そこで当該ブロックのピクセル
のＶ値の平均のｍ番目の最下位ビットの値が、当該ブロックに刻印された値として抽出さ
れる。次いで処理は、工程４５９で終了する。
【０１１４】
　工程４２１のテスト結果が、ｃｏｕｎｔＵがｃｏｕｎｔＶより大きい場合、制御は条件
分岐点４４５に進み、そこで、当該ブロック全体にわたる平均Ｙ変動ｖａｒ（ｐ，ｑ）が
、最大Ｕ閾値である、第１の規定された閾値ｔ１ｕより大きいか否かを判定するためにテ
ストする。ｔ１ｕの値の例は６００である。
【０１１５】
　工程４４５のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックのＵ値の平均の整数
部分の５番目の最下位ビット、例えば、ｉｎｔ［ｓｕｍＵ（ｐ，ｑ）／（ブロックあたり
ピクセル数）］の値、例えばｉｎｔ［ｓｕｍＵ（ｐ，ｑ）／６４］、に対してデータが符
号化された可能性があるほど、変動が大きいことが示された場合、制御は工程４４５に進
み、そこで変数ｍは５に等しくセットされる。次いで制御は工程４４７に進み、そこで当
該ブロックのピクセル全体にわたるＵ値の平均のｍ番目の最下位ビットの値が、当該ブロ
ックに刻印された値として抽出される。次いで処理は、工程４５９で終了する。
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【０１１６】
　工程４４５のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＵ値の平
均の整数部分の５番目の最下位ビットに対してデータが符号化された可能性があるほどに
は変動が大きくないことが示された場合、制御は条件分岐点４４９に進み、そこで当該ブ
ロック全体にわたる平均Ｙ変動であるｖａｒ（ｐ，ｑ）が、２番目の最大Ｕ閾値である、
第２の規定された閾値ｔ２ｕより大きいか否かを判定するためにテストする。ｔ２ｕの値
の例は１５である。
【０１１７】
　工程４４９のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックのＵ値の平均の整数
部分の４番目の最下位ビットに対してデータが符号化された可能性があるほど変動が大き
いことが示された場合、制御は工程４５１に進み、そこで変数ｍは４に等しくセットされ
る。次いで制御は工程４４７に進み、そこで当該ブロックのピクセルのＵ値の平均のｍ番
目の最下位ビットの値が、当該ブロックに刻印された値として抽出される。処理は工程４
５９で終了する。
【０１１８】
　工程４４９のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＵ値の平
均の整数部分の４番目の最下位ビットに対してデータが符号化された可能性があるほどに
は変動が大きくないことが示された場合、制御は条件分岐点４５３に進み、そこで当該ブ
ロック全体にわたる平均Ｙ変動であるｖａｒ（ｐ，ｑ）が、最小Ｕ閾値である、第３の規
定された閾値ｔ３ｕより大きいか否かを判定するためにテストする。ｔ３ｕの値の例は７
である。
【０１１９】
　工程４５３のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＵ値の
平均の整数部分の３番目の最下位ビットに対してデータが符号化された可能性があるほど
、変動が大きいことが示された場合、制御は工程４５５に進み、そこで変数ｍは３に等し
くセットされる。次いで制御は工程４４７に進み、そこで当該ブロックのピクセルのＵ値
の平均のｍ番目の最下位ビットの値が、当該ブロックに刻印された値として抽出される。
次いで処理は、工程４５９で終了する。
【０１２０】
　工程４５３のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、当該ブロックのピクセルのＵ値の平
均の整数部分の２番目の最下位ビットに対してデータが符号化された可能性があることを
示すのに十分なだけ、変動が大きいことが示された場合、制御は工程４５７に進み、そこ
で変数ｍは２に等しくセットされる。次いで制御は工程４４７に進み、そこで当該ブロッ
クのピクセルのＵ値の平均値のｍ番目の最下位ビットの値が、当該ブロックに刻印された
値として抽出される。次いで処理は、工程４５９で終了する。
【０１２１】
　図３および４には、３つの閾値と４つのビット位置が示されているが、当業者ならば、
閾値および符号化された値の他の数に、上記の方法を容易に適用することができることを
容易に理解するだろうことに留意されたい。
【０１２２】
　同様に、ビデオ信号の各フレームまたはフィールドのすべてのブロックに、追加情報を
刻印する必要はない。
【０１２３】
　図６は、本発明の原理によって、あるピクセルに対する電子透かし情報を含めるにはど
の特定のクロミナンス部分がより適しており、選択されるべきかを特定するための処理例
を示す。この処理は、電子透かし情報を含めるためにクロミナンス部分を選択することが
必須の場合に、工程６０１で開始する。図６を説明するために、ピクセルはＹＵＶ形式で
表されるものと想定する。さらに、好適には、元のビデオが４－４－４表現である場合、
元のビデオのそれぞれの元の２×２の輝度ブロックに対して、クロミナンス成分ごとに、
すなわちそれぞれの対応するＵ値とＶ値の各対に対して、Ｙ値は１つであるべきことに留



(24) JP 5284559 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

意されたい。この目的のために、元のブロックのＹ値は、ＵおよびＶと同じ解像度を有す
るようにダウンサンプルすることができる。あるいは、特定のＵ値とＶ値に関連付けられ
た、Ｙ値の平均、または何らかの他の組合せを、図６の処理について演算し、Ｙ値として
使用することができる。
【０１２４】
　概念上、本発明の原理によって、可能なピクセル位置に対応する３次元ＹＵＶ色空間の
各位置は、ピクセルのＹ値、Ｕ値、およびＶ値が取ることのできるフルレンジが与えられ
た場合、例えば、より適しており、選択されるべき経験的観察に基づいて、そのようなＹ
値、Ｕ値、およびＶ値を有するピクセルに関してクロミナンス部分に割り当てられる。Ｙ
、Ｕ、およびＶのそれぞれが８ビットのフルレンジを有し、Ｙ値、Ｕ値、およびＶ値の可
能な組ごとにテーブル全体のバージョンが利用されるべき場合、選択されたクロミナンス
部分を示す各位置に対して１ビットしか記憶されなかったとするならば、少なくとも１６
Ｍビットの情報を記憶する必要がある。単一ビットを使用すると、ＵとＶのどちらも利用
されるべきでないという指定ではなく、ＵまたはＶの選択しか許可されないことに留意さ
れたい。ＵとＶのどちらも選択できないことが望まれる場合、３２Ｍｂｉｔの情報は必須
であろう。
【０１２５】
　３次元ＹＵＶ色空間内の可能なピクセルごとに選択されるべき、クロミナンス部分の割
り当て例の一部の断面図を、図７に示す。図７は、教育目的でのみ、概念上の視覚的な一
助として提供されるものであり、実際のデータを表すものでないことに留意されたい。
【０１２６】
　記憶要件を低減するために、ＹＵＶ色空間を一群の領域と見なすことができ、この場合
、各領域は、Ｙ値、Ｕ値、およびＶ値の少なくとも１組、通常は複数組に対応する位置、
すなわち、少なくとも１つのピクセル、可能ならば多くのピクセルに対応する色空間の位
置を含むものと定義される。ここで、各領域、したがって当該領域にマップする各ピクセ
ルは、例えばＹ値、Ｕ値、およびＶ値の組が当該領域に含まれる、任意のピクセルに対し
て選択されるべき経験的観察に基づいて、クロミナンス部分に割り当てられる。複数の領
域へのそのようなグループ化を参照する１つの方法は、線形であっても非線形であってよ
い量子化である。
【０１２７】
　表１は、色空間選択表の一例に関するリストである。ここで、各領域は、４つのＹ値、
４つのＵ値、４つのＶ値に対応しており、したがっていかなるピクセルに対しても８ビッ
ト値の６４の可能な組合せに対応する。このような表を使用することにより、各位置につ
き１ビットしか記憶されないとするならば、記憶されるべき要求される情報は２５６Ｋｂ
ｉｔに低減され、Ｙ、Ｖは選択することができるが、ＵとＶはどちらも選択することがで
きないことが望まれるならば、５１２Ｋｂｉｔに低減される。表１は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
ハードディスクまたはテープドライブのような磁気記憶装置、ＣＤ－ＲＯＭまたはＤＶＤ
－ＲＯＭのような光記憶装置など、いかなるコンピュータ可読媒体にも記憶することがで
きる。
【０１２８】
　当業者は、８ビットのフルレンジを有するＹ、Ｕ、およびＶのそれぞれに関する、表１
で利用される値は、各１０ビット値を右に２回シフトするなど、４で割ることにより１０
ビットのＹ値、Ｕ値、およびＶ値で使用するためにスケール変更することができることを
、容易に理解するだろう。同様に、Ｙ、Ｕ、およびＶに使用される他のビット数も、同様
に適合することができる。
【０１２９】
　表１のデータを効果的に構成し、アクセスするために、同じＵ量子化値とＶ量子化値を
有するが、異なる連続の量子化されたＹ値を有する８の隣接領域に対して、１はＵを選択
することを示し０はＶを選択することを示す、指定されたＵまたはＶ選択をグループ化し
て１バイトを形成するように構成される。したがって、Ｕ値およびＶ値のそれぞれにつき
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８バイトがあり、それぞれは、同じＵ量子化値とＶ量子化値と、異なる量子化Ｙ値を有す
る領域に対応する。
【０１３０】
　表１は、Ｕ値に対応する最上位ビット、Ｖ値に対応する次の最下位ビット、およびＹ値
に対応する最下位ビットを有するアドレスを使用してアドレス指定されるよう構成される
。すなわち、バイトのアドレスは、次のように形成することができる。
　Ｕ７｜Ｕ６｜Ｕ５｜Ｕ４｜Ｕ３｜Ｕ２｜Ｖ７｜Ｖ６｜Ｖ５｜Ｖ４｜Ｖ３｜Ｖ２｜Ｙ７｜
Ｙ６｜Ｙ５
　ここで、Ｕ７、Ｕ６、Ｕ５、Ｕ４、Ｕ３、およびＵ２は、ピクセルＵ値の８番目から３
番目の最下位ビットの値であり、Ｖ７、Ｖ６、Ｖ５、Ｖ４、Ｖ３、およびＶ２は、ピクセ
ルＶ値の８番目から３番目の最下位ビットの値であり、Ｙ７、Ｙ６、およびＹ５は、ピク
セルＹ値の８番目から６番目の最下位ビットの値である。この場合、バイト内の特定ビッ
トが、Ｙ４、Ｙ３、およびＹ２など、Ｙ成分の５番目から２番目の最下位ビットを使用し
て指定される。
【０１３１】
　表１のような表は、人間の視覚システムが、ａ）青には感度が低く、ｂ）低輝度値には
感度が高いことを反映している。このような表は、一般的には以下のように試行錯誤によ
り展開することができる。
【０１３２】
　色空間はセクションで検査される。各セクションは、輝度値で定義され、最大値と最小
値の間で変化する第１のクロミナンス部分に対応する１次元と、最大値と最小値の間で変
化する第２のクロミナンス部分に対応する２次元の範囲にある。輝度部分とクロミナンス
部分のどれでも、またはすべては、例えば８ビット値の６つの最上位ビットを使用して、
量子化することができる。これを行うことにより、クロミナンス部分値のチェッカーボー
ドを有する一組の平面が作成される。これは、異なる色のブロックとして表示される場合
、輝度値ごとに１つの平面が表示される。例えば、輝度および両方のクロミナンス部分に
対する８ビットの６つの最上位ビットを使用するために量子化することにより、それぞれ
の可能な量子化された輝度値に対応する６４の平面が生じる。各平面は、平面あたり合計
４０９６ボックスのための縦６４ボックスと横６４ボックスの、色付きボックスのチェッ
クボード・パターンを有する。
【０１３３】
　各平面は別々に検査される。無作為データは、時間と共にフレームの同様に配置された
ブロックに異なる値を有することになり、ちらつきがある場合に、観察者がそのちらつき
を検出することを確実にするために十分なフレーム数に対して展開される。３０秒以上は
価値があることが証明されている。無作為データが、平面を含むフレームに刻印される。
この場合、これは、例えば、電子透かしを達成するために図１のシステムと図３の処理を
使用するが、色選択が第１のクロミナンス部分になることを強制して、複数のクロミナン
ス部分の最初のクロミナンス部分にのみ刻印される。結果的に得られるフレームの電子透
かしの入ったバージョンが表示され、観察される。
【０１３４】
　ちらつきが観察されないブロックはどれでも、表で、その輝度部分とクロミナンス部分
の組合せが、その組合せに対する選択されたクロミナンス部分として、電子透かしデータ
を現在伝えているクロミナンス部分を利用すべきであることが示される。ちらつきが観察
されるブロックはどれでも、表で、その輝度部分とクロミナンス部分の組合せが、その組
合せに対する選択されたクロミナンス部分として、電子透かしデータを現在伝えていない
クロミナンス部分を利用すべきであることが示される。この処理は、その平面に対して反
復されるが、電子透かしの入ったクロミナンス部分を変更する。
【０１３５】
　起こりうるように、両方のクロミナンス部分に対してちらつきが発生する平面のどのブ
ロックに対しても、実施者は、どのクロミナンス部分を選択すべきかを選ぶことができる
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。例えば、人間の視覚システムは、一般に、青に対して感度が低いので、Ｕが選ばれる可
能性がある。あるいは、結果的に得られた表のよりよいデータ圧縮を提供するクロミナン
ス部分を利用することができる。同様に、どのブロックにもちらつきがない場合、利用す
べきクロミナンス部分の選択は、実施者の裁量に任される。
【０１３６】
　この処理は、表全体に値が代入されるまで、平面ごとに反復される。
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【表１－３】
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【表１－６】
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【表１－７】
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(37) JP 5284559 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

【表１－１１】

【０１３７】
　工程６０３は、そのように構成される場合、情報にアクセスする処理を開始する。より
具体的には、工程６０３で、

【数４】

が計算される。上式では、上記で説明したように、ｐは、処理中のフレームの特定の横ス
ライスを指し示し、ｑは、当該フレームの特定の列、すなわち縦スライスを指し示し、ｉ
は、処理中のブロック内の特定の行を指し示し、ｊは、処理中のブロック内の特定の列を
指し示し、「＞＞」は右シフト動作である。これを行うことにより、所望の、ピクセルＵ
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値の８番目から３番目の最下位ビットと、ピクセルＶ値の８番目から３番目の最下位ビッ
トと、ピクセルＹ値の８番目から６番目の最下位ビットだけが残る。その後、工程６０５
で、現在のピクセルに対する参照テーブルのアドレスは、次のように計算される。
【数５】

ここで、「＜＜」は左シフト動作である。
【０１３８】
　これを行うことにより、抽出したビットは、組み合わされたアドレスに組み合わされ、
当該ピクセルに対応する１つのバイトが指し示される。その後、工程６０７で、ピクセル
に対応するバイト内の特定ビットが、Ｙ成分の２番目から５番目の最下位ビットから構成
された値をバイトへの索引として使用して特定される。この目的のために、工程６０７は
、次の計算をする。
【数６】

上式で、ｍｏｄはモジュロ関数である。
【０１３９】
　工程６０９で、計算された参照テーブル・アドレスのバイトのｂ番目の位置の値が抽出
され、出力として供給される変数ｍの値として割り当てられる。ここでもまた、この実施
形態では、抽出したビットが１の場合、Ｕは選択されたクロミナンス部分であり、抽出し
たビットが０の場合、Ｖは選択されたクロミナンス部分である。
【０１４０】
　次いで処理は工程６１１で終了する。
【０１４１】
　当業者には、上記の説明を、ＲＧＢまたはＹＩＱなど、他の形式のピクセルに適用する
方法を容易に理解するだろう。
【０１４２】
　テーブルのハフマン符号化が望まれる場合、経験上分かるように、Ｕがピクセルの組合
せの大部分に選択されるとするならば、選択Ｕが１であり、選択Ｖが０であるという上記
の対応関係を逆転させると有利な場合があることに留意されたい。
【０１４３】
　図８は、本発明の原理によって、あるピクセルに対する電子透かし情報を含めるために
、特定のクロミナンス部分を選択する、別の処理例を示す。この処理は、電子透かし情報
を含めるのに適したクロミナンス部分を選択することが必須の場合、工程８０１で開始さ
れる。図６と同様、図８を説明するために、ピクセルはＹＵＶ形式で表されるものと想定
する。さらに、元のビデオが４－４－４表現である場合、好適には、元のビデオの元のそ
れぞれ２×２輝度ブロックに対して、各クロミナンス成分、すなわち、それぞれの対応す
るＵ値とＶ値の各対に対してＹ値は１つであるべきことに留意されたい。この目的のため
に、元のブロックのＹ値を、ＵおよびＶと同じ解像度を有するようにダウンサンプルする
ことができる。あるいは、特定のＵ値およびＶ値に関連付けられた、Ｙ値の平均または何
らかの他の組合せを演算して、図８の処理用のＹ値として使用することができる。
【０１４４】
　本発明の一態様によって、図６の実施形態と比較して図８の実施形態の記憶要件をさら
に低減するために、図６に関して説明したように、それぞれがＹ値、Ｕ値、およびＶ値の
少なくとも１つの組に対応する位置を含み、例えば経験的観察に基づいて、Ｙ値、Ｕ値、
およびＶ値が当該領域に含まれるいかなるピクセルに対しても選択されるべき、クロミナ
ンス部分にそれぞれが割り当てられた、複数の領域にＹＵＶ色空間が分割されるだけでな
く、最大値の２分の１など、規定値より低いＵ値を有するピクセルはどれでも、電子透か
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し用に選択されたＵクロミナンス部分を有する。したがって、８ビットのＹ値、Ｕ値、お
よびＶ値の場合、Ｕの値が１２８より低い場合、Ｕクロミナンス部分は常に、ＶまたはＹ
の値にかかわらず電子透かし用に選択される。これは、人間の視覚システムが、Ｖ成分よ
りも、青の成分Ｕに対する感度が低いからである。
【０１４５】
　本発明の一態様によって、クロミナンス部分選択表の最上位ビットをアドレスのＵ値導
出ビットに対応させることにより、表のサイズを２分の１まで縮小することができる。こ
れは、表アドレスを形成する前に、最大値の２分の１よりもＵ値が低いか否かを判定する
ためのテストを追加し、そのテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち単にＵクロミナンス部
分を選択し、表にアクセスする残りの処理を省略し、アドレスのＵ値導出ビットを計算す
る前に、実際のＵ値から最大Ｕ値の２分の１を減算することにより達成される。したがっ
て、０の最上位Ｕビットに対応する図６に利用される表のセクションは除去され、最上位
Ｕビットが１の表の部分だけが保持される。しかし、表の残りの部分への索引付けは、Ｕ
値導出ビットを形成する前に、最大Ｕ値の２分の１をＵ値から減算することによりシフト
される。
【０１４６】
　したがって、この表は、Ｕ値に対応する最上位ビット、Ｖ値に対応する次の最下位値、
Ｙ値に対応する最下位値を有するアドレスを使用してアドレス指定されるように構成され
る。すなわち、バイトのアドレスは、次のように形成することができる。
　Ｕ６｜Ｕ５｜Ｕ４｜Ｕ３｜Ｕ２｜Ｖ７｜Ｖ６｜Ｖ５｜Ｖ４｜Ｖ３｜Ｖ２｜Ｙ７｜Ｙ６｜
Ｙ５
　ここで、Ｕ６、Ｕ５、Ｕ４、Ｕ３、およびＵ２は、ピクセルＵ値の７番目から３番目の
最下位ビットの値であり、Ｖ７、Ｖ６、Ｖ５、Ｖ４、Ｖ３、およびＶ２は、ピクセルＶ値
の８番目から３番目の最下位ビットの値であり、Ｙ７、Ｙ６、およびＹ５は、ピクセルＹ
値の８番目から６番目の最下位ビットの値である。この場合、バイト内の特定ビットが、
Ｙ４、Ｙ３、およびＹ２など、Ｙ成分の５番目から２番目の最下位ビットを使用して指定
される。
【０１４７】
　この目的のために、条件分岐点８０２は、
【数７】

である否かを判定するためにテストする。ここで、ｐｒｅｄｅｆｉｎｅｄ＿ｖａｌｕｅは
、例えば、最大Ｕ値の２分の１である。１ビットを節約するために、また表のサイズを半
減させるために、ｐｒｅｄｅｆｉｎｅｄ＿ｖａｌｕｅは２の累乗であることが好ましいこ
とに留意されたい。工程８０２のテスト結果がＮＯの場合、すなわち、Ｕの値が、例えば
１２８など、Ｕの最大値の２分の１などの、規定値より低く、したがって、選択されるべ
きクロミナンス部分がＹ、Ｕ、およびＶの関数であることが示される場合、表にアクセス
する必要がある場合、制御は工程８０３に進み、そこで表にアクセスする処理を開始する
。工程８０３では、
【数８】
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が計算される。上式では、上記で説明したように、ｐは、処理中のフレームの特定の横ス
ライスを指し示し、ｑは、当該フレームの特定の列、すなわち縦スライスを指し示し、ｉ
は、処理中のブロック内の特定の行を指し示し、ｊは、処理中のブロック内の特定の列を
指し示し、「＞＞」は右シフト動作である。これを行うことにより、所望の、ピクセルＵ
値の７番目から３番目の最下位ビットと、ピクセルＶ値の８番目から３番目の最下位ビッ
トと、ピクセルＹ値の８番目から６番目の最下位ビットだけが残る。その後、工程８０５
で、現在のピクセルに対する参照テーブルのアドレスは、次のように計算される。
【数９】

ここで、「＜＜」は左シフト動作である。
【０１４８】
　これを行うことにより、抽出したビットは、組み合わされたアドレスが組み合わされ、
当該ピクセルに対応する１つのバイトが指し示される。その後、工程８０７で、ピクセル
に対応するバイト内の特定ビットが、Ｙ成分の５番目から２番目の最下位ビットから構成
された値をバイトへの索引として使用して特定される。この目的のために、工程８０７は
、次の計算をする。
【数１０】

上式で、ｍｏｄはモジュロ関数である。
【０１４９】
　工程８０９で、計算された参照テーブル・アドレスのバイトのｂ番目のビット位置の値
が抽出され、変数ｍに記憶される。変数ｍの値は、工程８１１で出力として供給される。
ここでもまた、出力したビットが１の場合、Ｕは選択されたクロミナンス部分であり、抽
出したビットが０の場合、Ｖは選択されたクロミナンス部分である。次いでこの処理は工
程８１３で終了する。
【０１５０】
　工程８０２のテスト結果がＹＥＳの場合、すなわち、ピクセルの色が本来は青でなく、
したがって、ピクセルの青色を変更しても人間の視覚システムには検出されないという理
由から、Ｕクロミナンス部を選択すべきであることが示された場合、制御は工程８１５に
進み、そこで変数ｍは１に等しくセットされる。これを行うことにより、確実にＵが選択
される。次いで制御は工程８１１に進み、そこで処理は上記で説明したように継続する。
【０１５１】
　ピクセルに対する特定のＹ値、Ｕ値、およびＶ値を使用する、色選択における上記の改
善にもかかわらず、わずかに検出可能なちらつきが明らかになる可能性が依然としてある
ことは不利である。これは、ＭＰＥＧ様符号化に耐えるために、選択されたクロミナンス
部分の平均値に大きな値を加算する必要がある場合があるからである。
【０１５２】
　図９は、ブロックのクロミナンス部分の平均値にデータが刻印される前に、刻印される
べきデータを、少なくとも１回、好適には数回、複製することによってちらつきを低減す
ることのできる、本発明の原理によって構成された送信器例を示す。元のデータと、それ
ぞれの複製されたデータは、別個の連続したフレームの同じブロック位置で送信される。
好適には、同じデータを伝える、ブロックを同様に配置させたフレームは、表示順で連続
する。さらに、フレームの特定ブロックは、ユーザのデータを符号化するのではなく、特
定の周知のデータ・シーケンス、例えばＢａｒｋｅｒシーケンスで埋め込むことができる
。
【０１５３】
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　図９に示す本発明の実施形態は、図１の実施形態に類似している。図９のすべての同様
に付番した要素は、図１と大体同じように動作する。図９には、図１の要素以外に、リピ
ーター９２５と任意選択のシーケンス加算器９２７がある。さらに、図１のビット・マッ
パー１２３は、図９では、任意選択でビット・マッパー９２３に置き換えられる。ビット
・マッパー１２３をビット・マッパー９２３に置き換えることは、ビット・マッパー９２
３に関して以下で説明する追加機能が望まれる場合にのみ、必須である。
【０１５４】
　リピーター９２５は、ブロック・インターリーバー１２１または任意選択のシーケンス
加算器９２７からビットを受け取る。リピーター９２５は、受け取ったビットを記憶し、
それらを少なくとも２つのフレームの同様に配置されたブロックに出力する。本発明の一
実施形態では、リピーター９２５が、受け取ったビットを記憶し、それらを３つのフレー
ムの同様に配置されたブロックに対して出力する場合、良い結果が達成されることが判明
している。当業者は、データが反復されるフレーム番号を選択することにより、電子透か
しデータの所望のスループットで、認知されたちらつきをどれでもトレードオフすること
ができよう。
【０１５５】
　任意選択のシーケンス加算器９２７は、特定の周知のデータ・シーケンス、例えばＢａ
ｒｋｅｒシーケンスを、フレームの特定のブロックに埋め込むが、そのデータ・シーケン
スは、符号化されたユーザ・データの代わりである。データ・シーケンスが符号化される
特定のブロックを、フレームのブロック全体に分散することができる。初期の、また反復
されたデータ・フレームの各グループは、別の周知のシーケンスを利用することができる
。これを行うことにより、受信器はフレームのグループ化を検出することができる。ある
いは、グループごとに同じシーケンスを利用することができるが、当該シーケンスのため
に使用される特定フレームは、連続するグループに対して異なる場合がある。
【０１５６】
　図１０は、図９の送信器により作成されるような、電子透かしの入ったビデオ信号を受
信する際に使用するための、本発明の原理によって構成された受信器の一実施形態を示す
。図１０の本発明のこの実施形態は、図２の実施形態に類似している。図１０の同様に符
番されたすべての要素は、図２と大体同様に動作する。図１０には、図２の要素以外に、
シーケンス・プロセッサ１０２５およびフレーム重み付けユニット１０２７が示されてい
る。さらに、図２のチャンネル・デコーダー２２１は、図１０では、任意選択でチャンネ
ル・デコーダー１０２１に置き換えられる。
【０１５７】
　図１０に示すような受信器は、シーケンス・プロセッサ１０２５を使用してグループ同
期化を検出することができる。これは、同期パターンとして利用される、連続するフレー
ムのグループ長数の各フレームからグループ識別シーケンスの値を合計し、その結果が規
定の閾値を超えるか否かを判定することにより実行することができる。閾値を超えている
場合、予想される同期化パターン値が加算された第１のフレームを、当該グループの第１
のフレームと想定する。閾値を超えていない場合、値が加算された第１のフレームは、グ
ループの第１のフレームでないと想定する。これは、同期化パターンの自動自己相関を実
行することに類似している。当業者には、誤ったマッチを回避し、また、誤りによる第１
のフレームの消失に対処するための他の従来技術、例えばグループ同期化を宣言する前に
最大値を検索するなどの技術が利用できることが理解されよう。
【０１５８】
　有利には、受信器が正規のグループ・パターンを一度でも検出すると、何時でも、その
受信器が、元のビデオ・シーケンスのフレームが除去済みであることを認識できる、パタ
ーンからの逸脱がある。このような情報を、シーケンス・プロセッサ１０２５により出力
として供給することができる。
【０１５９】
　例えば、ビデオ信号内の販売業者の様々なコマーシャルを監視することができる。販売
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業者には、その業者のコマーシャルの各フレームに埋め込まれた一意のコードを割り当て
ることができる。受信器には、特定の一意のコードと、電子透かしを入れたフレーム内の
どのブロックがそのコードを含むかが知らされる。電子透かしを入れたフレーム内のその
コードの表示を検出することにより、受信器は、そのフレームが、販売業者の複数のコマ
ーシャルのうちの１つに属するものであると特定することができる。そのコードを有する
フレームが一度検出されると、そのコードを組み込んだ連続するフレーム数を計数して、
そのコマーシャルの長さを特定することができる。計数されたフレーム数が、元々電子透
かしを入れた時のコマーシャルの周知の長さに基づいて予想されるフレーム数より少ない
場合、予想されるフレーム数と計数されたフレーム数の間の差に対応するフレーム数を除
去することにより、そのコマーシャルは不適切に短縮されたと仮定することができる。当
業者には、誤ったマッチを回避し、また、誤りによる第１のフレームの消失に対処するた
めの他の従来技術を利用することができることが理解されよう。
【０１６０】
　コマーシャル、またはコマーシャル内の数グループのフレームのそれぞれは、一意の識
別子、例えば、フレームに関する識別可能なシーケンスの一部である、フレームまたはグ
ループ番号で電子透かしを入れることができる。予想されたシーケンスに、１つまたは複
数の消失したフレームによるギャップが検出された場合、各フレームが一意の識別子を有
するならば、消失したフレームを具体的に特定することができる。識別子がグループにだ
け割り当てられており、各グループのフレーム数が知られている場合、消失したフレーム
が属する特定のグループだけを、消失したフレームの計数に従って特定することができる
。
【０１６１】
　上記で指摘したように、ちらつきを減らすためにデータの複製を利用することができる
が、これを行うことにより、特定のフレームを識別できるのではなく、フレームが消失し
たグループを単に識別するよう、消失したフレームを検出する能力を制限することができ
る。したがって、電子透かしデータが一般に複製されるが、少なくとも１つの個別フレー
ム識別子を複製することはできない。そのような複製されていないフレームを含むブロッ
クは、それらがちらつきの原因となったとしても、注目される可能性が最も低い場所、例
えばフレームの隅などに置かれる。これを行うことにより、検出可能なちらつきを減らす
利点の大部分が提供され、同時に、消失した特定の個別フレームの検出が可能となる。
【０１６２】
　販売業者が様々なコマーシャルを有する場合、そのコマーシャルのそれぞれは、受信中
の当該販売業者の特定のコマーシャルを識別するために、さらなるシーケンスをその複数
のフレームの少なくとも１つに埋め込むことができる。
【０１６３】
　複数の販売業者が電子透かしを入れたコマーシャルを有する場合、各販売業者に一意の
コードが割り当てられる限り、第１の一意のコードを有する第１の販売業者のコマーシャ
ルの出現を監視するシステムは、第２の一意のコードを有する第２の販売業者のコマーシ
ャルを無視する。あるいは、単一システムは、それぞれに一意のコードを有する様々な販
売業者からのコマーシャルの出現に関するビデオ信号を監視することができ、その結果は
、それらコードに基づいて販売業者ごとに分離することができる。
【０１６４】
　複数の販売業者が電子透かしを入れたコマーシャルを有する、本発明の別の構成では、
各販売業者は同じコードを利用するが、そのコードを、販売業者ごとにフレーム内の同じ
ブロック位置に置くことさえできる。しかし、フレームに含まれるすべての後続データは
、販売業者ごとに一意のキーを使用して暗号化され、各販売業者は自社用のキーしか知ら
ない受信器を有する。したがって、各販売業者は、自社固有のコマーシャルからデータを
解読し、受け取ることしかできない。別の構成では、各販売業者に対するデータは、フレ
ームの複数のブロック全体にわたりデータをスクランブルすることにより暗号化すること
ができる。各受信器は、それに関連付けられた販売業者に対するスクランブル・パターン
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だけを知っている。
【０１６５】
　コマーシャルの開始を示すコードの最初の出現を監視することは、連続して、またはコ
マーシャルの放送が予想される時間窓内で実行することができる。
【０１６６】
　本発明の一態様により、一グループの複数のフレーム全体にわたり単にデータを反復し
、次いでビット・マッパー１２３（図１）を使用するのではなく、ブロックのクロミナン
ス部分の平均値に加算される量は、当該ブロックの複雑さとそのブロックの予想される量
子化レベルに依存するが、これを、ブロックの複雑さがフレームごとに対応する位置で同
じ場合でさえ、一グループに対してフレームごとにわずかに変更することができる。行わ
れた変更は、平均値内に電子透かしビットを置くために、平均に加算された値に関しては
小さい。このような変更は、ビット・マッパー９２３（図９）により実行することができ
る。これにより、受信器でのデータの信頼性を向上させるために有利に利用することので
きる、追加符号化利得が提供される。しかし、これを行うことにより、低テクスチャ領域
の視覚品質のわずかな低下が生じる場合がある。何故ならば、ブロック内の数ピクセルが
、同じ位置のそれらピクセルの先行ピクセルと異なる値を有する場合があるからである。
しかし、このような低下はピクセル・レベルなので、この低下は、通常は目立たない。
【０１６７】
　一構成では、数グループの３つの時間的に連続したフレームが、同じ電子透かしデータ
を刻印して送信される。そのグループの中間フレームは、図３に関して上記で説明したよ
うに電子透かしが入れられる。この際、当該ブロックの選択されたクロミナンス部分の平
均値に加算される量は、図３で決定された値から変更されることはない。
【０１６８】
　このグループの時間的に最初のフレームも、図３に関して説明したように展開される、
当該ブロックの選択されたクロミナンス部分の平均値に、ビット・マッパー９２３（図９
）によって、加算されるべき演算された値、すなわち、オフセット・バイアスを有する。
しかし、バイアス、例えば、平均値内に電子透かしビットを入れるために平均に加算され
る値の絶対値の、４分の１、または好適には２分の１が、電子透かしデータを伝えるため
に選択されたクロミナンス部分の演算された平均値にさらに加算される。したがって、例
えば、平均値内に電子透かしビットを入れるために平均値に１つが加算される場合、平均
値には２分の１が加算される。これは、１ブロックに６４ピクセルある場合、当該ブロッ
クのすべてのピクセルの選択されたクロミナンス部分の値の合計に３２を加算することと
言い換えられる。したがって、アナログ加算器１３３は、バイアスを加算していない場合
よりも、高い値を受け取ることになる。同様に、別の実施例として、平均値内に電子透か
しビットを入れるために平均値に－４が加算される場合、平均値に加算される値の絶対値
の２分の１が利用されるならば、これは、１ブロックに６４ピクセルある場合、当該ブロ
ックのすべてのピクセルの選択されたクロミナンス部分の値の合計に１２８を加算するこ
とと言い換えられる。
【０１６９】
　加算されるバイアス量、例えば３２は、それらの輝度変動に基づいて、様々なピクセル
全体に分散されることに留意されたい。また、このようなバイアスの加算は、それを安全
な範囲に移動するために、平均に加算されるいかなる値とも無関係である。したがって、
平均値は、安全な範囲から外れる可能性がある。しかし、安全な範囲外に移動することに
よって誤りが発生する可能性の増加は、バイアスを利用することによって生じる結果的に
得られた符号化利得によるオフセットよりも大きい。
【０１７０】
　このグループの時間的に最後のフレームは、図３に関して説明したように開発される、
当該ブロックの選択されたクロミナンス部分の平均値から、ビット・マッパー９２３（図
９）によって、演算された値、すなわち、オフセット・バイアスを減算させる。しかし、
バイアス、例えば、平均値内に電子透かしビットを入れるために平均に加算される値の絶
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対値の、４分の１、または好適には２分の１が、電子透かしデータを伝えるために選択さ
れたクロミナンス部分の演算された平均値からさらに減算される。したがって、例えば、
平均値内に電子透かしビットを入れるために平均値に－３が加算される場合、平均値から
は、－３の絶対値の２分の１、すなわち１．５が減算される。これは、１ブロックに６４
ピクセルある場合、当該ブロックのすべてのピクセルの選択されたクロミナンス部分の値
の合計から９６を減算することと言い換えられる。したがって、アナログ加算器１３３は
、バイアスを減算していない場合よりも、低い値を受け取ることになる。同様に、別の実
施例として、平均値内に電子透かしビットを入れるために平均値に２が加算される場合、
平均値から２の絶対値の２分の１、すなわち１が減算される。これは、１ブロックに６４
ピクセルある場合、当該ブロックのすべてのピクセルの選択されたクロミナンス部分の値
の合計から６４を減算することと言い換えられる。
【０１７１】
　減算されるバイアス量、例えば３２の損失は、それらの輝度変動に基づいて、様々なピ
クセル全体に分散されることに留意されたい。さらに、このようなバイアスの減算は、そ
れを安全な範囲に移動するために、平均に加算されるいかなる値とも無関係である。した
がって、平均値は、安全な範囲から外れる可能性がある。しかし、安全な範囲外に移動す
ることによって誤りが発生する可能性の増加は、結果的に得られる符号化利得によるオフ
セットよりも大きい。
【０１７２】
　これがどのように機能するかを考える１つの方法は、図５を参照することである。上記
で説明したように、安全な範囲の複数ある外側の境界線のうちの１つに達するために、バ
イアス量を考慮せずに、ブロックの選択されたクロミナンス部分の平均値に対して、しば
しば丁度十分な量が加算または減算される。したがって、いかなるバイアスの前にでも、
安全な範囲の境界線の上または付近に多くのフレームがある。何も加算または減算されな
い中間フレームは、境界線の真上に残る。わずかなバイアスが加算されるフレームは、安
全な範囲内でより良い位置に配置されるようにわずかに移動しても、安全な範囲外にわず
かに移動してもよい。わずかなバイアスが減算されるフレームは、同バイアスが加算され
るフレームと反対方向に移動する。したがって、最悪の場合、３つのフレームのグループ
の場合、１つは安全な範囲内にあり、１つは安全な範囲の境界線上にあり、１つは安全な
範囲のわずか外にあることになる。この結果、複数の値が独立して分散することになる。
【０１７３】
　バイアスの効果は、ＭＰＥＧ様符号化によって実行される量子化と、ＭＰＥＧ量子化解
除中に加算される別個のＭＰＥＧバイアスにより、さらに増幅させることができる。これ
は、連続するフレームを介して同じビットが送信される場合でさえ、連続するフレーム内
に同様に配置されたブロックに対して受け取ったデータ値に大きな差を生じさせる場合が
ある。
【０１７４】
　例えば図１０に示すような受信器で、各フレームから抽出したデータには、フレームご
とにあると信じられる品質レベルに基づいて組み合わせる最大レートを適切に使用して、
例えばフレーム重み付けユニット１０２７で重み付けされる。この目的のために、シーケ
ンス・プロセッサ１０２５は、フレーム重み付けユニット１０２７に、ａ）どのフレーム
が同じグループに属するかをフレーム重み付け１０２７が知ることができるための、フレ
ーム同期化情報と、ｂ）各フレームの同期化パターンの誤り数を供給することができる。
受け取ったフレームにどれだけ多くの誤りがあると信じられるかに基づいて品質レベルが
決定される。これは、シーケンス・プロセッサ１０２５によって抽出される際に、そのフ
レームに関して予想される同期化パターンにある誤り数に基づいて決定することができる
。表１は、同期化パターンごとの誤り数と、その同期化パターンの誤り数などにより、フ
レームに対して適切なものとして経験的に導かれた、それぞれの重みを示す。すなわち、
各各フレームから抽出したデータの値は、組合せ処理の一部としてそれに関連付けられた
重みにより重み付けされるソフト・データとして扱うことができる。
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【０１７５】
　重みに基づいて、連続するフレームの対応するブロック位置に対する同じデータ・ビッ
トの複数のインスタンスが抽出され、組み合わされて単一の受信ビットを形成する。これ
は、次の演算によって達成することができる。
【数１１】

上式で、ｂｉｔ＿ｏｕｔは、３つのフレームのグループに対する最終出力ビットであり、
　ｗ１、ｗ２、およびｗ３は、時間フレームの第１、第２、および第３のそれぞれに対す
る重みであり、
　ｂｉｔ１、ｂｉｔ２、およびｂｉｔ３は、時間フレームの第１、第２、および第３の同
様に配置されたブロックからのビットであり、
　ｎは、ソフト・デコーダー入力精度のビット数である。
【０１７６】
　ソフト情報を最大限に活用するために、チャンネル・デコーダー１０２１は、ソフト・
データ・ビット、すなわち、ソフト・デコーダー入力精度によりその範囲が異なる、非バ
イナリ数としてそれぞれが表されるデータ・ビットを利用する、所謂ソフト・デコーダー
である。例えば、８ビット入力精度ソフト・デコーダーは、０と２５５の間の値で動作す
る。この目的のために、受け取ったハード・ビットの重み付けされた平均、

【数１２】

には、２ｎ－１が乗じられ、それによって、重み付けされた平均は、ソフト・デコーダー
によって処理可能な適切な精度のソフト値に変換される。
【０１７７】
　特定フレームの特定された品質が規定の閾値より低い場合、その特定フレームは、電子
透かしデータを含まず、そのフレームに対してデータが抽出されないと想定することがで
きる。
【０１７８】
　当業者は、どのフレームが値を加算するか、どれがそれを減算させるか、どれが変化な
しか、加算と減算の両方とも必須か否か、１グループ内のフレーム数、および加算または
減算されるべき値に対して実行されるべき丸め、または結果的に得られた値が実施者の裁
量に任されることを容易に理解するだろう。
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【表２】

【図面の簡単な説明】
【０１７９】
【図１】本発明の原理により、ビデオ信号をデジタル電子透かしするための送信器例を示
す図である。
【図２】本発明の原理により、それ自体のクロミナンス信号にデジタル電子透かしを含め
たデジタル信号の追加データを回復するための、受信器例を示す図である。
【図３Ａ】本発明の原理により、図３に示すように組み合わせた場合、追加データで複数
のクロミナンス部分の１つに電子透かしを入れる際に使用するための、処理例を示す図で
ある。
【図３Ｂ】本発明の原理により、図３に示すように組み合わせた場合、追加データで複数
のクロミナンス部分の１つに電子透かしを入れる際に使用するための、処理例を示す図で
ある。
【図４Ａ】本発明の原理により、図４に示すように組み合わせた場合、ビデオ信号の電子
透かし信号を構成する追加情報がクロミナンス成分に既に刻印されている、デジタルに電
子透かしを入れたビデオ信号から追加情報を抽出するための処理例を示す図である。
【図４Ｂ】本発明の原理により、図４に示すように組み合わせた場合、ビデオ信号の電子
透かし信号を構成する追加情報がクロミナンス成分に既に刻印されている、デジタルに電
子透かしを入れたビデオ信号から追加情報を抽出するための処理例を示す図である。
【図５】所望のビット位置が３番目の最下位ビットである、複数の安全な範囲の一例を示
す図である。
【図６】本発明の原理により、ピクセルに対する電子透かし情報を含めるために、どの特
定のクロミナンス部分がより適しており、選択されるべきかを特定するための処理例を示
す図である。
【図７】分割された色空間例の一部分の断面図である。
【図８】本発明の原理により、ピクセルに対する電子透かし情報を含めるために、特定の
クロミナンス部分を選択する、別の処理例を示す図である。
【図９】ブロックのクロミナンス部分の平均値にデータが刻印される前に、その刻印され
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るべきデータを、少なくとも１回、好適には数回、複製することによりちらつきを低減さ
せることのできる、本発明の原理により構成された送信器例を示す図である。
【図１０】図９の送信器により作成されるような、電子透かしを入れたビデオ信号を受信
する際に使用するための、本発明の原理により構成された受信器の一実施形態を示す図で
ある。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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